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はじめに 

 
○ 診療報酬の「適正な審査」及び「迅速な支払」を通じて医療保険制度を支

える専門機関である社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）

は、ＩＴを活用し、社会の要請に応える良質なサービスを提供するとともに、

民間法人としてコスト意識をもって効率的に事業を運営するなど、支払基金

の基本理念（参考１）を実現しなければならない。 
 
○ このため、平成２３年１月、「支払基金サービス向上計画（平成２３～ 
２７年度）－より良いサービスをより安く－」（以下「支払基金サービス向上

計画」という。）を公表した。 
 
○ これについて、今般、平成２３年度における実施状況を明らかにするため、

「『支払基金サービス向上計画』の第１次フォローアップ（平成２３年度）」

を策定した。 
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第１ 支払基金の事業運営に関する基本的な考え方 

 
○ レセプトの電子化の進展の状況を見ると、平成２３年１０月請求分では、 
① 医療機関（薬局を含む。以下同じ。）がオンライン又は電子媒体で電子 
レセプトを提出する件数の割合は、８９．２％（歯科分を除いて医科（Ｄ

ＰＣ1を含む。以下同じ。）分及び調剤分に限ると、９６．２％） 
② 保険者（公費負担医療の実施機関を含む。以下同じ。）がオンライン又 
は電子媒体で電子レセプトを受け取る件数の割合は、８０．６％ 
となっている（参考２～４）。 

 
 ○ このような中で、支払基金の事業運営に関する基本的な考え方は、次のと

おりである。 
 
① 「守るべきものを守りつつ、変えるべきものを変える。」 

    医療保険制度の公正性及び信頼性を担保するための診療報酬の審査2及

び請求支払3の基本、すなわち、 
ⅰ 「ピアレビュー（同業の専門家による公正な評価）」としての審査 
ⅱ 都道府県単位の保険者団体及び診療担当者団体の「カウンターパート

（相手方）」となる都道府県単位の支部 
等を堅持するものとする。 

    その上で、 
   ⅰ レセプトの電子化に対応した審査の充実 

ⅱ 本部及びブロック中核支部を始めとする各支部が一体となった全国組

織としての事業運営 
など、時代の要請に応える改革に不退転の決意で取り組むものとする。 

 
  ② 「組織力を最大化するマネジメント」 

    支払基金は、本部及び都道府県単位の支部によって構成される全国組織

である。 
その機能を最大限に発揮するため、全役職員が心を一つにしてそれぞれ

の強みを生かすよう、「マネジメント（経営管理）」を徹底するものとする。 

                                      
1 ＤＰＣ（Diagnosis Procedure Combination）とは、急性期入院医療における診断群分類に基づく包括評価制度 
をいう。 

2 審査とは、診療行為が保険診療ルールに適合するかどうかの確認をいう。 
3 請求支払とは、保険者に対する請求及び医療機関に対する支払をいう。 
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  ③ 「分かりやすい説明」 

  支払基金の事業運営に対する関係者の信頼を確保するためには、事業を

適正に運営するほか、自らの事業運営を分かりやすく説明することも、重

要である。 
    したがって、従前、自らの事業運営を分かりやすく説明する努力が不十

分であったことを率直に反省し、今後、より一層、情報公開を進め、説明

責任を果たす必要がある。 
このため、 
ⅰ 医療保険制度を運営する保険者 
ⅱ 医療サービスを提供する医療機関 
のほか、 
ⅲ 医療保険制度を利用する被保険者（被扶養者を含む。以下同じ。） 
に対しても、医療保険制度を支える支払基金の存在意義が理解されるよう、

広報を強化するものとする。 
 
○ 平成２３年度には、支払基金が自ら問題点を把握して業務の改善に取り組

む姿勢について、見える化を図るため、初めての試みとして、本部各部室及

び各支部が現場での職員一人ひとりの創意工夫に基づいて総コストの削減

に向けた業務の改善のためのアイデアを競い合う取組みを実施した。 
 
○ そのほか、 
① コンピュータチェック4の充実等を通じた審査の充実 
② 審査委員会の機能の強化等を通じた審査の不合理な差異の解消 
③ 審査及び請求支払に係る業務フローの見直し等の効率的な事業運営の 
ための基盤の整備 

  等に取り組んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
4 コンピュータチェックとは、電子レセプトの構造及び診療報酬の算定要件を機械的な言語で定義したプログラム
を使用して診療報酬の算定内容の適否を点検することをいう。 
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第２ 良質なサービスの提供 

 
 １ 審査の充実 

 
（１）審査の充実のための方策 

 
   イ コンピュータチェックの充実 

 
   （イ）チェックマスタを活用したコンピュータチェック 

 
     ○ 傷病名と医薬品の適応との対応の適否を点検するコンピュータチ

ェックの対象となる医薬品については、当初の平成２２年３月審査

分では、９２６品目としたが、順次拡大し、直近の平成２３年９月

審査分では、１，８１３品目とした（参考５）。 
 
     ○ 医薬品の用量の適否を点検するコンピュータチェックの対象とな

る医薬品については、当初の平成２２年３月審査分では、傷病名と

医薬品の適応との対応の適否を点検するコンピュータチェックの対

象となる医薬品と同様に、９２６品目としたが、順次拡大し、直近

の平成２３年９月審査分では、２０，７８０品目とした（参考６）。 
 
○ 傷病名と医薬品の禁忌との対応並びに医薬品相互の併用禁忌及

び併用注意の対応の適否を点検するコンピュータチェックの対象と

なる医薬品については、当初の平成２２年１０月審査分では、 
８０８品目としたが、順次拡大し、直近の平成２３年９月審査分で

は、８２２品目とした。 
 

○ 傷病名と診療行為の適応との対応の適否を点検するコンピュー

タチェックの対象となる診療行為については、当初の平成２２年 
１０月審査分では、１６４項目としたが、順次拡大し、直近の平成

２３年９月審査分では、２１８項目とした（参考７）。 
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○ 歯式5及び傷病名と診療行為の適応との対応の適否を点検するコ

ンピュータチェックの対象となる診療行為については、当初の平成

２２年１０月審査分では、７６項目としたが、順次拡大し、直近の

平成２３年９月審査分では、１０９項目とした。そのほか、 
 ① 同一の歯式に係る２以上の傷病名の対応の適否 
② 歯式とブリッジ6との対応の適否 
を点検するコンピュータチェックも実施している。 

 
○ 傷病名及び診療行為名と特定保険医療材料の適応及び用量との

対応の適否を点検するコンピュータチェックの開始については、平

成２５年度中を目途とする医療事務電算システムの機器更新の実施

状況も踏まえ、検討するものとする。 
 
     ○ なお、チェックマスタ7を活用したコンピュータチェックの精度の

向上に資するよう、医薬品に関するチェックマスタについて、必要

な見直しを検討する体制を整備するため、平成２２年７月、３支部

５名の審査委員によって構成される医薬品チェック検証委員会を設

置した。 
 

○ そして、医薬品に関するチェックマスタのほか、診療行為に関す

るチェックマスタも含め、必要な見直しを検討する体制を整備する

ため、平成２３年６月、医薬品チェック検証委員会を発展的に解消

し、３支部５名の審査委員によって構成されるコンピュータチェッ

ク検証委員会を設置した。 
 

○ このような医薬品チェック検証委員会又はコンピュータチェック

検証委員会での協議を経て、平成２２年１２月～平成２３年１０月、

医薬品に関するチェックマスタについて、累計で１，７６６品目に

係る適応傷病名の追加又は削除など、必要な見直しを実施した。 
      
 

                                      
5 歯式とは、歯科における傷病に係る部位をいう。 
6 ブリッジとは、欠損歯を補綴するため、支台装置を残存歯（支台歯）に装着して人工歯（ポンティック）を連結 
する方法をいう。 

7 チェックマスタとは、診療報酬の算定内容の適否に関する基準を収載したデータベースをいう。 
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○ その結果、医薬品の適応及び用量に関するコンピュータチェック

の実施状況を平成２２年５月審査分で対象とされていた９２６品目

に限定して平成２２年５月審査分と平成２３年９月審査分とで比較

すると、コンピュータチェックでの疑義付箋の貼付の箇所数に対す

る職員の審査事務での疑義の箇所数の割合は、１２．０３％から 
１８．６４％へ上昇した。また、コンピュータチェックでの疑義付

箋の貼付の箇所数に対する審査委員の審査での査定の箇所数の割合

は、５．９０％から９．６３％へ上昇した。 
 

○ これは、医薬品に関するチェックマスタを活用したコンピュータ

チェックの精度の向上を意味する。 
 
   （ロ）医科電子点数表を活用したコンピュータチェック 

 
     ○ 平成２３年７月、医科電子点数表8を参照して算定ルールに対する

適合性を点検するコンピュータチェックを開始した。 
 

○ その対象となる項目については、直近の平成２３年９月審査分で

は、２７３，１０７件とした（参考８）。今後、平成２４年４月以降、

請求点数の算定日をレセプトに記載することとされていることも踏

まえ、順次拡大するものとする。 
 

○ なお、平成２２年７月以降、医科に係る診療報酬に関する告示及

び通知で規定された算定ルールについて、個々の内容を分析し、そ

の結果に基づき、 
① 総項目 
② コンピュータチェックが可能である項目 
③ 点検条件として設定し、又は医科電子点数表に取り込むことに

より、コンピュータチェックの対象とした項目 
を洗い出す作業を進めている。 

 
 
 
                                      
8 電子点数表とは、診療報酬に関する告示及び通知で規定された算定ルールについて、機械による読取りを可能と
したデータベースをいう。 



 7

   （ハ）歯科電子点数表を活用したコンピュータチェック 

 
○ 平成２３年７月、歯科電子点数表を参照して算定ルールに対する

適合性を点検するコンピュータチェックを開始した。 
 
○ その対象となる項目については、直近の平成２３年９月審査分で

は、９２，２９３件とした。今後、平成２４年４月以降、請求点数

の算定日をレセプトに記載することとされていることも踏まえ、順

次拡大するものとする。 
 

○ なお、平成２３年９月以降、歯科に係る診療報酬に関する告示及

び通知で規定された算定ルールについて、個々の内容を分析し、そ

の結果に基づき、 
①  総項目 
②  コンピュータチェックが可能である項目 
③  点検条件として設定し、又は歯科電子点数表に取り込むことに
より、コンピュータチェックの対象とした項目 

を洗い出す作業を進めている。 
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   ロ 突合点検及び縦覧点検の実施 

 
    ○ 支払基金サービス向上計画では、平成２３年４月、従前の単月点検9

のほか、新規の突合点検10及び縦覧点検11を実施する旨を盛り込んだ。 
 

○ この点、平成２３事業年度一般会計事業計画では、 
 ① 平成２３年４月以降、従前の単月点検のほか、新規の突合点検及

び縦覧点検を順次実施する12旨 
 ② 突合点検及び縦覧点検の実施方法について、あらかじめ、問題点

を明らかにしつつ、関係者の理解を得る旨 
を盛り込んだ。 

 
    ○ その後、平成２３年３月における東日本大震災の発生を受けて、そ

の対応を優先するため、平成２３年４月、突合点検及び縦覧点検の開

始時期を延期するものとした。 
 
○ この間、突合点検において、処方又は調剤が不適切であるために査

定を実施するに当たり、その責が病院若しくは診療所又は薬局のいず

れにあるかを確認し、それに応じて診療報酬の支払を調整する方法に

ついて、診療担当者団体等と協議した。 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
9 単月点検とは、各月のレセプトを単独で点検する審査をいう。 
10 突合点検とは、処方せんを発行した病院又は診療所に係る医科・歯科レセプトと調剤を実施した薬局に係る調剤 
レセプトを患者単位で照合する審査をいう。 

11 縦覧点検とは、同一の医療機関が同一の患者に関して月単位で提出したレセプトを複数にわたって照合する審査
をいう。 

12 当時、 
① 平成２３年４月、医科に係る突合点検並びに医科及び歯科に係る縦覧点検（入院分と外来分との通覧点検を除

く。） 

② 平成２３年７月、歯科に係る突合点検並びに医科及び歯科に係る入院分と外来分との通覧点検 
を開始する予定であった。 
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○ その結果に基づき、突合点検において、処方又は調剤が不適切であ

るために査定を実施するに当たっては、 
①  請求翌月に請求どおりの診療報酬の支払を実施した上で、請求

翌々月に診療報酬の支払を調整する 
②  この間、病院又は診療所の申出を受けて、薬局より処方せんを

取り寄せることにより、処方又は調剤のいずれが不適切であるか

を確認する 
取扱いとする旨の結論を得た。 

 
    ○ このため、平成２３年１２月、保険者及び医療機関に周知した上で、

平成２４年３月審査分より、突合点検及び縦覧点検を開始するものと

した。 
   

○  ただし、診療担当者団体等と協議した結果に基づき、東日本大震災

に係る被災地域である岩手県、宮城県及び福島県に所在する医療機関

に対しては、突合点検及び縦覧点検について、当面、６月間にわたり、

実施を猶予し、平成２４年９月審査分より、開始するものとする。こ

れについては、平成２４年６月に開催される理事会で協議して決定し、

保険者及び医療機関に周知するものとする。 
    

 ○ また、今後とも、突合点検及び縦覧点検の実施方法について、それ

らの実施状況を踏まえ、必要に応じて随時に見直すものとする。 
 
    ○ なお、平成２３年７月、ワイド画面を活用した画面審査システムに

移行した。 
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 （２）審査の充実に向けた数値目標 

 
   イ 原審査査定点数に占めるコンピュータチェックの寄与率 

 
○ 原審査査定点数に占めるコンピュータチェックの寄与率については、

平成２２年１１月審査分より、医科分の電子レセプトに係る原審査査

定点数のうち、コンピュータチェックを契機とするものの割合を月次

で公表している。 
 
○ 具体的には、平成２２年５月～平成２３年４月審査分の平均では、

３９．２％であったが、平成２３年５～９月審査分の平均では、 
４２．５％となった（図表１）。 

 

【図表１】 

原審査査定点数に占めるコンピュータチェックの寄与率 
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   ロ 突合点検分及び縦覧点検分の査定件数及び査定点数 

 
○ 突合点検分及び縦覧点検分の査定件数及び査定点数については、突

合点検及び縦覧点検を開始した後、 
① 原審査請求件数１万件当たりの査定件数 
② 原審査請求点数１万点当たりの査定点数 
を月次で公表するものとする。 

    
ハ 保険者の再審査請求件数 

 
○ 保険者の再審査請求件数については、突合点検及び縦覧点検を開始 
した後、原審査請求件数１万件当たりの保険者の再審査請求件数13を

月次で公表するものとする。 
 
    ○ なお、原審査の見落し率、すなわち、全査定点数に占める再審査査

定点数の割合は、平成２３年５～９月審査分の平均では、１０．５％

となった（参考９）。 
 
   ニ ＤＰＣレセプトの審査返戻率 

 
○ ＤＰＣレセプト14の審査返戻率については、平成２２年９月審査分

より、 
① 原審査請求件数１万件当たりの審査返戻件数 
② 原審査請求点数１万点当たりの審査返戻点数 
を月次で公表している。 

 
    ○ 具体的には、原審査請求件数１万件当たりの審査返戻件数は、平成

２２年５月～平成２３年４月審査分の平均では、１１６．９件であっ

たが、平成２３年５～９月審査分の平均では、１２４．２件となった。 
                                      
13 原審査請求件数１万件当たりの保険者の再審査請求件数は、当月の保険者の再審査請求件数を５～７か月前の３ 
か月の平均の原審査請求件数で除して１０，０００を乗じたものである。 

14 ＤＰＣレセプトは、 
① 診断群分類点数表に基づき、入院期間に応じた３段階で設定された1日当たりの包括点数で算定される包括評

価部分（入院基本料、検査、画像診断、投薬、注射、基本点数１，０００点未満の処置等） 

② 医科点数表に基づき、一般の医科レセプトと同様に算定される出来高部分（医学管理、手術、麻酔、放射線治

療、基本点数１，０００点以上の処置等） 

によって構成される。 
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○ また、原審査請求点数１万点当たりの審査返戻点数は、平成２２年

５月～平成２３年４月審査分の平均では、２４３．２点であったが、

平成２３年５～９月審査分の平均では、２６２．２点となった（図表

２）。 
 
【図表２】 

ＤＰＣレセプトの審査返戻率 
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２ 審査の不合理な差異の解消 

 
（１）審査委員会の機能の強化 

 
○ 本部と各支部との間及び各審査委員会相互間での連携を強化するた

め、平成２２年６月以降、 
    ① 医療顧問の配置 
    ② 「審査委員会間の審査照会（コンサルティング）」の実施 
    ③ 審査委員長等ブロック別会議の開催 
    に取り組んできた。 

 
○ また、関係者の指摘に可能な限り迅速に対応するため、平成２２年６

月以降、 
    ① 審査に関する苦情等相談窓口の設置 
    ② 「専門分野別専門医グループ（ワーキンググループ）」の編成 
    に取り組んできた。 

 
○ なお、平成２３年６月における審査委員の改選に際しては、厚生労働

省「審査支払機関の在り方に関する検討会」の「議論の中間的整理」（平

成２２年１２月１０日）を踏まえ、調剤レセプトの審査を担当する薬剤

師の審査委員を全支部に配置した。 
 

○ あわせて、医科・歯科レセプトの審査を担当する医師又は歯科医師の

審査委員についても、専門的な診療科での確保が可能となるよう、各支

部で診療科ごとの配分を見直した。 
 
   イ 医療顧問の配置 

 

○ 平成２３年１０月現在、４１支部で１０１名の医療顧問を配置して

いる。 

 
○ その結果、次のとおり、業務の改善に関する事例が報告されている。 

      
① 医療顧問が審査委員と職員とを仲介することにより、審査委員と

職員との連携に関する相互の理解が深まった。 
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② 医療顧問が審査委員と職員とを仲介することにより、審査委員会

で情報を共有するための独自の仕組みが構築された。 
     

 ③ 医療顧問が職員に対して専門的な知見を提供することにより、職

員が専門的な知見に基づいて審査委員と連携する能力を身に付けた。 
 
     ④ 医療顧問が職員に助言することにより、審査委員会に対して審査

の実績に関する分析評価の結果を分かりやすく提供することが可能

となった。 
 
     ⑤ 医療顧問が職員に助言することにより、保険者及び医療機関に対

して審査における取扱いを的確に説明することが可能となった。 
 

ロ 審査委員会間の審査照会の実施 

 
○ 審査委員会間の審査照会を実施した実績は、平成２３年１０月現在、

累計で１３件となっている。 
   

 ハ 審査委員長等ブロック別会議の開催 

 
○ 北海道・東北ブロック、関東・甲信越ブロック、中部ブロック、近

畿ブロック、中国・四国ブロック及び九州・沖縄ブロックのそれぞれ

で審査委員長等会議を開催した実績は、平成２３年１０月現在、合計

で１５回となっている。 
 

ニ 審査に関する苦情等相談窓口の設置 

 

○ 平成２２年６月～平成２３年１０月における審査に関する苦情等相

談窓口の対応状況については、受付件数が６９９件、対応済みの件数

が６６９件、対応中の件数が３０件となっている（参考１０）。 
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ホ 専門分野別専門医グループの編成 

 
○ 平成２２年６月～平成２３年１０月における専門分野別専門医グル

ープの対応状況については、 
① 検討結果の取りまとめに至ったものが 
ⅰ 審査に関する苦情等相談窓口で受け付けられたもの（７事例７

件） 
ⅱ 審査委員会によって要請されたもの（３事例３件） 
 の合計で１０事例１０件 
② 検討中のものが審査に関する苦情等相談窓口で受け付けられたも

ので１事例４件 
となっている。 

 
    ○ なお、保険診療ルールの疑義について、本部審査企画部が平成２２

年度中に照会した事項のうち、厚生労働省保険局医療課が平成２２年

度以降に回答したものの割合は、平成２３年１０月現在、医科分で 
３２．１％、歯科分で９３．１％となっている（参考１１）。 

 
 （２）審査委員と職員との連携の強化 

 
   ○ 各審査委員会は、それぞれ独立して審査の決定をする権限を有する。 
 

○ しかしながら、原審査査定点数のうち、職員が点検して疑義としたこ

とを契機とするものの割合は、平成２２年５月～平成２３年４月審査分

の平均では、７１．４％であったが、平成２３年５～９月審査分の平均

では、７５．３％となった（参考１２）。 
 
○ このように、職員の審査事務は、審査委員の審査を補助する重要な役

割を果たしている。したがって、職員の審査事務を全国統一的な視点で

実施することにより、審査委員会の機能の強化と相俟って、不合理な支

部間差異の解消に資する効果が期待される。 
 
   ○ このため、次のとおり、職員の審査事務に係る能力の向上及び格差の

解消を図るための措置を講じている。 
 



 16

①  平成２３年４月、職員の審査事務について、本部による各支部に対
する支援及び各支部相互間での連携を強化するため、 
ⅰ 本部事業統括部に審査事務支援グループ 
ⅱ 各支部に審査事務充実グループ 
を設置した。 

 
② 平成２３年９月以降、審査事務担当職員を対象とする研修に活用さ

れるよう、職員の審査事務で疑義付箋の貼付を検討すべき代表的な事

例を順次「審査事務の着眼点」として本部で取りまとめて各支部に配

付している。 
 
   ○ また、引き続き、審査委員会会期中の時間外又は休日においても、職

員が審査委員を補助する体制を確保している。 
 

（３）審査の差異に関する分析評価 

 
   ○ 引き続き、各支部におけるコンピュータチェックの実施状況に関する

分析評価を実施している（参考１３～１６）。 
 
○ その結果によると、コンピュータチェックの対象となる医薬品、診療

行為等については、出現率を各支部間で比較すると、さほどの差異が認

められないにもかかわらず、査定率を各支部間で比較すると、一定の差

異が認められる。したがって、医療の地域性をもって説明しがたい審査

の差異が推認される。 
   
 ○ これを踏まえ、今後とも、コンピュータチェックに係るデータを活用

して審査の差異に関する分析評価を実施するものとする。 
 
   ○ なお、かねてより、各審査委員会の審査取決事項について、各支部に

よる登録を求めて全支部での閲覧に供するため、審査取決事項システム

を運用してきた。 
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○ これについては、平成２３年５月、本部より、各支部に対し、平成 
２２年診療報酬改定を踏まえ、既登録の審査取決事項の内容を確認する

とともに、未登録の審査取決事項を登録するよう、求めた。その結果、

審査取決事項の登録は、平成２３年５月には、１４，６５６件であった

が、平成２３年１０月には、１６，５６８件となった。 
 
   ○ また、平成２４年度中を目途に、同一の事例に係る各審査委員会の取

扱いの異同に関する分析評価を実施することが可能となるよう、審査取

決事項システムを改修するものとする。 
 
 （４）審査の透明性の向上 

 
○ 審査における一般的な取扱いについて、関係者に対する情報提供を実

施するため、審査情報提供検討委員会15又は審査情報提供歯科検討委員

会16での協議を経て、審査情報提供事例17を公表している。 
 
○ 医科については、平成２３年２月、検査の事例（１件）について、第

８次審査情報提供事例を公表した。また、平成２２年９月における厚生

労働省の要請を受けて、平成２３年９月、医薬品の適応外使用の事例 
（８０件）について、第９次審査情報提供事例を公表した。その結果、 

    審査情報提供事例の公表は、累計で２３７件となった。 
 
   ○ 歯科については、平成２３年９月、初めての取組みとして、医学管理

等の事例（１０件）について、第１次審査情報提供事例を公表した。 
 
 
 

                                      
15 審査情報提供検討委員会は、審査の透明性の向上を通じて審査の公正性及び信頼性の確保に資するよう、医科に 
係る審査情報提供事例を検討するため、平成１６年７月に設置された。これは、支払基金の公益代表理事、保険者 

代表理事、診療担当者代表理事等のほか、厚生労働省保険局医療課長及び国民健康保険中央会参与によって構成さ 

れる。 

16 審査情報提供歯科検討委員会は、審査の透明性の向上を通じて審査の公正性及び信頼性の確保に資するよう、歯 
科に係る審査情報提供事例を検討するため、平成２３年６月に設置された。これは、支払基金の公益代表理事、保 

険者代表理事、診療担当者代表理事等のほか、厚生労働省保険局歯科医療管理官及び国民健康保険中央会参与によ 

って構成される。 

17 審査情報提供事例とは、審査における一般的な取扱いに関する事例であって、関係者に対する情報提供の対象と 
なるものをいう。 
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３ 審査におけるＰＤＣＡサイクルの確立 

 
○ コンピュータチェックの精度の向上及び職員の審査事務に係る能力の向

上に資するよう、平成２３年１０月審査分より、電子レセプトについて、

審査の履歴を活用し、コンピュータチェック又は職員の審査事務での疑義

付箋の貼付と審査委員の審査での査定との関係を把握する仕組みを構築し

た。 
 
  ○ なお、平成２３年６月、医科・歯科レセプトの審査を担当する医師又は

歯科医師の審査委員のほか、調剤レセプトの審査を担当する薬剤師の審査

委員も配置したことを踏まえ、医科・歯科レセプトのほか、調剤レセプト

についても、審査の実績に関する分析評価に取り組むものとする。 
 

４ 保険者及び医療機関に対するサービスの向上 

 
  ○ 引き続き、保険者及び医療機関に対するサービスの向上を図るための措

置を講じている（参考１７）。 
 
  ○ とりわけ、診療報酬、出産育児一時金、電子証明書18発行・更新料、レ

セプト電子データ提供料等について、保険者が合算して振り込むことを可

能とするため、平成２３年７月、払込請求書を一本化した。 
 
○ また、保険者及び医療機関に対し、 
①  オンラインでのレセプトデータの送受信に関する日程 
②  コンピュータシステムの障害に関する状況 
等をインターネットメールで通知するため、平成２３年７月、支払基金メ

ールマガジンを構築した。支払基金メールマガジンに登録した機関は、平

成２３年１０月現在、合計で２１，６０５箇所となっている。その内訳は、

保険者で８７３箇所、保険者団体で１４０箇所、医療機関で１９，８５３

箇所、診療担当者団体で１２９箇所、その他で６１０箇所となっている。 
 
 
 
                                      
18 電子証明書とは、ネットワークで個人又は法人の実在性、信頼性、正当性等を証明するために発行される文書を 
いう。 
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○ さらに、保険者及び医療機関のための患者の受給資格の早期確定に資す

るよう、平成２３年１０月、医療機関によって提出された電子レセプトに

ついて、保険者に対する診療報酬の請求に先立ち、原審査の段階において、

保険者に対し、患者に関し、氏名等のデータを提供して受給資格の点検を

求めることにより、受給資格の不備を確認したときは、医療機関に対する

返戻を実施する仕組みを構築した19。 
 
 ５ レセプト電子データ提供事業の実施 

  
  ○ 保険者のニーズに応えるため、引き続き、レセプト電子データ提供事業20

を実施している。 
 
○ その利用料については、従前における収支の実績及び今後における収支

の見込みを踏まえ、当面、現行のとおり、据え置くとともに、平成２５年

度中を目途とする医療事務電算システムの機器更新の実施状況を踏まえ、

必要な見直しを検討し、その結果に基づき、保険者団体と協議するものと

する。 
 
○ なお、平成２４年４月を目途に、 
① 医療保険・公費負担医療併用レセプト21における公費負担医療（地方

単独医療費助成事業を含む。以下同じ。）の実施機関 
② ２以上の公費負担医療に係る併用レセプト22における従たる実施機関 
のうち、レセプト点検の実施のために必要なレセプトの写しの提供を希望

するものに対しては、そのニーズに通常の業務フローで効率的に応えるた

め、オンライン又は電子媒体での電子レセプトの受取りを前提として、電

子レセプトのみならず紙レセプトも含め、レセプト電子データ提供事業の

枠組みで画像・テキストデータ23の提供を可能とするものとする。 
 
                                      
19 原審査の段階での患者の受給資格の確認を経て医療機関に対する返戻の対象となったものは、平成２３年１０月
審査分では、５４箇所の保険者に係る６６，６５５件のレセプトとなっている。 

20 レセプト電子データ提供事業とは、保険者に対してその希望に応じて電子レセプト及び紙レセプトの画像・テキ
ストデータを提供する事業をいう。 

21 医療保険・公費負担医療併用レセプトの例としては、健康保険及び生活保護の併用レセプト、健康保険及び地方
単独医療費助成事業の併用レセプト等が挙げられる。 

22 ２以上の公費負担医療に係る併用レセプトの例としては、精神通院医療及び生活保護の併用レセプト、結核患者
の適正医療及び生活保護の併用レセプト等が挙げられる。 

23 保険者は、画像データ・テキストデータをレセプト点検の実施、高額療養費の支給等に利用している。 
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 ○ あわせて、 
① 公費負担医療単独レセプト24における公費負担医療の実施機関 
② ２以上の公費負担医療に係る併用レセプトにおける主たる実施機関 
に対しても、オンライン又は電子媒体での電子レセプトの受取りを前提と

して、電子レセプトのみならず紙レセプトも含め、レセプト電子データ提

供事業の枠組みで画像・テキストデータの提供を可能とするものとする。 
 
  ○ このような取扱いについては、公費負担医療の実施機関による連名簿の

受取りに関する取扱いと併せて、公費負担医療の実施機関で対応を準備す

るために必要な時間を確保するため、平成２３年８・１２月、厚生労働省

を通じて公費負担医療の実施機関に周知した。 
  
６ 災害対応を始めとする危機管理 

 
  ○ 災害等に際しても、誰でも、いつでも、どこでも、診療を受けることが

できるよう、医療保険制度を支えるためには、臨機応変な事業運営で診療

報酬の審査及び請求支払を確実に実施する必要がある。 

 

○ これを踏まえ、平成２３年３月における東日本大震災の発生に際しては、

次のとおり、全国組織としての一体性を発揮して被災地域等における業務

を完遂した。 

 

   ① 平成２３年３月、本部事業統括部に専用の照会窓口を設置した。 

 

② 平成２３年３月以降、厚生労働省の事務連絡を受けて、 

ⅰ 被災者に対する一部負担金の猶予等 

ⅱ 診療録の滅失等に係る医療機関による診療報酬の概算請求 

ⅲ 保険者が特定されないレセプトに係る保険者に対する按分請求 

等について、Ｑ＆Ａを作成してホームページに掲載するなど、関係者に

周知するほか、必要なコンピュータシステムの改修等を実施した。この

場合においては、被災地域等における概算請求届出書等の提出期限を可

能な限り延長するなど、被災地域等の実情に応じて柔軟に対応した。 

 

                                      
24 公費負担医療単独レセプトの例としては、生活保護の単独レセプト、特定疾患研究事業の単独レセプト等が挙げ 
られる。 
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③  平成２３年３月、特定の金融機関でのコンピュータシステムの障害に
際し、宮城支部では、３，７０６箇所の医療機関に対する１４９．９億

円の診療報酬の支払について、他の金融機関を経由することにより、す

べて予定日に完了した。そして、宮城支部以外の支部では、 

２０４，８６１箇所の医療機関に対する７，９２６．８億円の診療報

酬の支払について、予定日に完了したのに対し、８，３３０箇所の医

療機関に対する３５０．８億円の診療報酬の支払について、予定日に

は間に合わない事態を生じたが、その翌日には完了した。 

 

④ 平成２３年３月審査分では、宮城支部及び福島支部に代わり、 

ⅰ 本部で電子レセプトに係る職員の審査事務の一部 

ⅱ 大阪支部で紙レセプトに係る請求支払データの作成等に関する業

務 

ⅲ 神奈川支部で保険者に対する紙レセプト等の送付に関する業務 

をそれぞれ処理した。加えて、宮城支部に代わり、本部で医療機関に対

する診療報酬の支払に関する業務を処理した。 

 

○ このような経験に照らし、現在、今後の災害等に際しての事業の継続に

関する計画の策定のための作業を進めている。 



 22

第３ 効率的な事業運営 
 
 １ 効率的な事業運営のための基盤の整備 

 
（１）審査及び請求支払に係る業務フローの見直し 

 
   イ 電子レセプトに係る職員の審査事務 

 
○ レセプトの電子化に伴い、ＩＴを活用することにより、医療機関所

在地の支部のほか、その他の支部及び本部でも、レセプトの共有が可

能となった。 
 
    ○ これを踏まえ、平成２３年１０月、医科入院分の電子レセプトの一

部について、本部及びブロック中核１１支部25がその他の支部におけ

る職員の審査事務を支援する体制を整備した。 
 

○ このように、医療機関所在地の支部のほか、その他の支部及び本部

でも、職員の審査事務を実施することは、全国組織である支払基金に

とっても、初めてである。 
 

ロ 再審査請求に係る画面審査 

 
○ 保険者によるオンラインでの再審査請求と相俟って、再審査請求に

係る審査及び請求支払に関する業務を効率的に処理するため、平成 
２４年１月、再審査請求に係る画面審査を開始するものとする。 

 
    ○ これに伴い、再審査請求に係る審査に関する業務の進捗状況を的確

に管理することが可能となる。 
   
 
 
 
 
                                      
25 ブロック中核１１支部は、北海道支部、宮城支部、埼玉支部、千葉支部、東京支部、神奈川支部、愛知支部、大
阪支部、兵庫支部、広島支部及び福岡支部である。 
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 ハ 紙レセプトに係る審査及び請求支払 

 
    ○ 紙レセプトに係る審査及び請求支払について、紙レセプトの大幅な

減少に対応し、業務を効率的に処理するため、平成２３年６～１０月、

次のとおり、業務を集約的に処理する体制に段階的に移行した。 
 
① 全国４７支部において、紙レセプトを医療機関より受け付けた後、

紙レセプトの審査を電子レセプトの審査に優先して実施した上で、

紙レセプトをブロック中核１１支部に送付する。 
 
② ブロック中核１１支部において、紙レセプトについて、医療機関

別から保険者別への仕分け、請求支払データの作成、画像データの

取得及びテキストデータの作成を実施した上で、特定３支部26に送

付する。 
 

③ 特定３支部において、紙レセプトを保険者に送付する。 
 
    ○ 具体的には、平成２３年６月、全国４７支部中の１８支部分の紙レ

セプトを対象として部分的に、平成２３年１０月、全国４７支部分の

すべての紙レセプトを対象として全面的に実施した。 
 
    ○ これに伴い、平成２３年１１月、レセプト電子データ提供事業を利

用する保険者に対し、すべての紙レセプトについて、画像・テキスト

データを受け取る時期を毎月２０日から毎月１０日へ早期化した。 
 
    ○ これは、紙レセプトに係る請求支払について、業務の効率化とサー

ビスの向上とを同時に実現したことを意味する。 
 
 
 
 
 
 

                                      
26 特定３支部は、東京支部、神奈川支部及び大阪支部である。 
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   ニ 公費負担医療の実施機関による連名簿の受取り 

 
○ 平成２４年４月を目途に、 
①  医療保険・公費負担医療併用レセプトにおける公費負担医療の実

施機関 
②  ２以上の公費負担医療に係る併用レセプトにおける従たる実施

機関 
に対し、連名簿27による再審査請求の受付及びそれに基づくレセプト

の原本の取寄せに関する業務を効率的に処理するため、電子レセプト

について、次に掲げる事項を連名簿に追加するものとする。 
     ① 患者の氏名 

② 医療保険に係る記号・番号 
③ 医療保険に係る決定点数 

 
    ○ あわせて、連名簿の提供に関する業務を効率的に処理するため、電

子媒体での連名簿の受取りのほか、オンラインでの連名簿の受取りも

可能とするものとする。 
 

○ このような取扱いについては、レセプト電子データ提供事業の実施

に関する取扱いと併せて、公費負担医療の実施機関で対応を準備する

ために必要な時間を確保するため、平成２３年８・１２月、厚生労働

省を通じて公費負担医療の実施機関に周知した。 
     

○ なお、現行でも、 
① 公費負担医療単独レセプトにおける公費負担医療の実施機関 
② ２以上の公費負担医療に係る併用レセプトにおける主たる実施機  

      関 
に対しては、電子レセプトについて、紙媒体に出力して提供するほか、

オンライン又は電子媒体で提供することも可能としている。 
 
 

                                      
27 連名簿とは、医療保険・公費負担医療併用レセプト又は２以上の公費負担医療に係る併用レセプトに代替する帳 
票であって、支払基金で作成して公費負担医療の実施機関に送付するものをいう（昭和５１年８月７日保発第４４ 
号・庁保発第３３号厚生省保険局長・公衆衛生局長・薬務局長・社会局長・児童家庭局長・援護局長・社会保険庁
医療保険部長連名通知「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の施行について」）。 
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（２）管理業務の集約 

 
   イ 資金管理業務 

 
    ○ 平成２３年７月、診療報酬に係る出納管理、債権管理等を内容とす

る資金管理に関する業務について、各支部で処理する体制から本部で

一元的に処理する体制へ移行した。 
 
   ロ 支部広報誌発行業務 

 
○ 平成２３年１０月、保険者、医療機関等を対象とする支部広報誌の

発行に関する業務について、各支部で処理する体制からブロック中核

６支部28で集約的に処理する体制へ移行した。 
 
    ○ あわせて、支部広報誌で全国統一的に掲載されるべき記事について

は、本部で一元的に作成してブロック中核６支部に提供する取扱いと

した。 
     
    ○ なお、支部広報誌は、保険者の異動など、広域的に共有されるべき

情報も内容とするものである。したがって、ブロックごとに１の支部

で支部広報誌発行業務を処理することが効率的な事業運営に資する。

このため、ブロック中核１１支部によらずにブロック中核６支部で支

部広報誌発行業務を処理する体制とした。 
 
（３）医療事務電算システムの機器更新 

 
○ 医療事務電算システムについて、安定的な稼働を確保するとともに、

ＩＴの進歩に的確に対応した最適化及び効率化を図るため、機器更新を

実施するものとする。 
 
 
 
 

                                      
28 ブロック中核６支部は、宮城支部、東京支部、愛知支部、大阪支部、広島支部及び福岡支部である。 
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   ○ その時期に関しては、「支払基金サービス向上計画」では、平成２４年

度中を目途とするものとしていたが、平成１７年１０月～平成２４年９

月とされている現行の医療事務電算システムの開発及び運用に係るアウ

トソーシングサービスに関する契約を延長することにより、平成２５年

度中を目途とするものとする。 
 
○ それに向けて、平成２３年度には、仕様書を作成する等の必要な準備

を進めた上で、平成２４年度及び平成２５年度には、順次、サーバに係

るハードウェア及びソフトウェアの調達、業務に係るアプリケーション

の改修等を実施するものとする。 
 

○ これにより、経費の見積りを精査するほか、 
① 医科分、歯科分及び調剤分のそれぞれに分散されたサーバを統合す 
るなど、経費を最小化するために適切な機器構成 
② ハードウェアの設置及び保守、ソフトウェアの開発及び保守、運用 
管理サービス29、センタホスティングサービス30等を分離するなど、経

費を最小化するために適切な調達方法 
    を検討するために十分な時間が確保された。 
 

○ なお、医療事務電算システムの機器更新に際しては、手続の透明性の 
向上を図るため、平成２３～２５年度の間、順次、第三者機関による監

査を実施するものとする。 
 
 （４）予算及び決算におけるＰＤＣＡサイクルの確立 

 
   ○ 平成２３年６月、一般会計31の収支について、平成２２年度予算と平

成２２年度決算との比較（参考１８）に関する分析評価を実施した結果

は、次のとおりである。 
 
 
 
 
                                      
29 運用管理サービスとは、コンピュータシステムの操作、監視等の技術支援を実施するサービスをいう。 
30 センタホスティングサービスとは、コンピュータの設置場所を提供するサービスをいう。 
31 一般会計とは、支払基金の会計区分のうち、審査及び請求支払の業務を経理するものをいう。 
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    ① 予算で２６．０億円となっていた積立預金からの受入れが決算で 
４．２億円となったのは、主として、 
ⅰ 支出の減少（▲１８．４億円） 
ⅱ 手数料収入の増加（＋１５．１億円） 
によるものである。 

 
    ② これらのうち、支出の減少は、主として、 

ⅰ 職員の給与の改定（▲０．４億円）、期末・勤勉手当の支給月数の

引下げ（▲３．７億円）など、予算の段階で予測困難な事情 
ⅱ コンピュータシステム関連経費の縮減（▲２．８億円）など、総

コストの削減に向けた支払基金の自助努力 
によるものである。 

 
    ③ また、手数料収入の増加は、主として、支払基金の自助努力で地方

単独医療費助成事業の受託を拡大したことに伴い、レセプト件数が増

加したこと（＋８．５億円）によるものであって、医療保険の保険者

に係る手数料負担が増加したことによるものではない。 
 
    ④ このような見込みと実績との乖離は、予算の段階でレセプト１件当

たりの手数料を算定する取扱いを前提とすると、ある程度やむを得な

いが、これに伴う剰余は、後年度における手数料水準の引下げの財源

となるため、医療保険の保険者を含め、すべての保険者に還元される

こととなる。 
 
   ○ なお、現行における会計、契約等に関するコンピュータシステムにつ

いては、 
① 本部及び各支部による費目ごとの予算執行状況の把握など、会計、

契約等に関する業務を標準化する仕組みとなっていない 
② 帳簿の電子化に対応する仕組みとなっていない 

    等の問題点も、少なくない。 
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○ このため、予算及び決算におけるＰＤＣＡサイクルの確立にも資する 
よう、平成２４年度中を目途に、専門の事業者によるコンサルティング

も利用しながら、会計、契約等に関する業務の在り方について、必要な

見直しを検討した上で、その結果に基づき、平成２５年度中を目途に、

会計、契約等に関するコンピュータシステムについて、必要な見直しを

実施するものとする。 

 

２ 総コストの削減のための方策 

 
 （１）総コストの削減に向けた業務の改善のための取組み 

    
   ○ かねてより、 
    ① 職員定員の削減及び給与水準の引下げを通じた給与諸費の縮減 

（参考１９） 
 ② 紙レセプトに係る請求支払の業務の委託のための経費の縮減 
（参考２０） 
③ 契約手続の適正化（参考２１） 
④ コンピュータシステム関連経費に係る第三者機関による監査 
（参考２２） 

など、人件費及び物件費の両面にわたる総コストの削減に取り組んでき

た。 
 
○ しかしながら、平成２７年度には、レセプトの電子化がおおむね完了

するものと見込まれる。それ以降、紙レセプトの減少に伴う請求支払に

係る業務量の減少に応じた職員定員の削減等に依存して手数料水準の引

下げを実現することは、困難になるものと見込まれる。 
 

○ そのような中でも、支払基金の事業運営に対する関係者の信頼を確保

するためには、支払基金が自ら問題点を把握して業務の改善に取り組む

姿勢について、見える化を図ることが重要である。 
 
   ○ このため、支払基金サービス向上計画では、「総コストの削減に向けた

取組みの例」を挙げてそれらの効果を定量的に示した。 
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○ そして、平成２３年度には、初めての試みとして、民間企業における

「ＱＣ（品質管理）サークル」及び「イノベーション（革新）」の考え方

を参考としながら、本部各部室及び各支部が現場での職員一人ひとりの

創意工夫に基づいて総コストの削減に向けた業務の改善のためのアイデ

アを競い合う取組みを実施した（図表３）。 
 
【図表３】 

総コストの削減に向けた業務の改善のための取組みの経緯 

 

 

 

○ その結果に基づき、今般、成果の事例（３０件）を取りまとめてそれ

らの効果を定量的に示した（参考２３）。 
 

○ その中では、例えば、 
① 本部事務所の袖看板の撤去 
② コンピュータシステムにおける帳票の見直し 
③ 審査参考情報システムの見直し 
④ 医療機関別の平均決定点数に関する統計の作成の見直し 
⑤ 財務諸表等の公告の見直し 
⑥ 職員採用募集パンフレットの作成の見直し 
⑦ 法令関係書籍の購入の見直し 
⑧ 消耗品の一括調達 
⑨ 会議のペーパレス化の推進 
⑩ 水道光熱費の縮減 
等を挙げている。 

ブロック支部長会議での各支部での発表 
平成２３年６月 

経営企画会議での本部各部室の発表 

平成２３年７月 全国支部長会議での各支部の発表 

平成２３年８月 全国基金研究発表会での討議 

平成２３年８・９月 経営企画会議での討議 

平成２３年９・１０月 地区別支部長会議での周知 
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   ○ それらの中には、トップダウンで実現されたもののほか、ボトムアッ

プでしか実現されなかったものも、少なくない。これは、現場での職員

の問題意識を引き出して組織力を強化するマネジメントによるものであ

る。 
 
○ 今後とも、総コストの削減に向けた業務の改善のための取組みを継続

的に実施するものとする。 
 
 （２）職員定員の削減 

 
   ○ 一般会計の職員定員について、平成２３年度には、平成２２年度と比

較して▲１２５人となる４，８０９人に削減した。その結果、平成２３

年度における一般会計の職員定員は、ピーク時の平成１３年度 
（６，３２１人）と比較して▲２３．９％（▲１，５１２人）となった

（図表４及び参考２４）。 
 
【図表４】       

一般会計の職員定員の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ そのうち、管理職について、平成２３年度には、平成２２年度と比較

して▲１２ポストとなる６６５ポストに削減した。その結果、平成２３ 
年度における管理職は、ピーク時の平成１３年度（８６６ポスト）と比

較して▲２３．２％（▲２０１ポスト）となった（図表５）。 
 

平成１３年度 平成２２年度 平成２３年度

６，３２１人 ４，９３４人 ４，８０９人

▲１２５人（▲２．５％）

▲１，５１２人（▲２３．９％）
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【図表５】       

管理職のポストの推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ また、紙レセプトに係る請求支払、資金管理等に関する業務について、

各支部で処理する体制から本部で一元的に、あるいは、ブロック中核 
１１支部等で集約的に処理する体制へ段階的に移行することに伴い、本

部及び各支部における一般会計の職員定員の配分を見直した（参考２５）。 
 
   ○ さらに、定年退職者の不補充にとどまらない職員定員の削減を実現す

るとともに、組織の活性化を図るため、平成２３年４月、年齢が５０歳

以上５９歳以下であり、かつ、勤続年数が２５年以上である職員を対象

とする早期退職制度32を創設した。これに基づき、平成２３年７月、早

期の退職を希望する職員を募集するなど、必要な手続を進めている。 
    

○ なお、平成２２年４月、岡山支部の支部長が鳥取支部の支部長を兼任

する体制に移行したものの、都道府県単位の保険者団体及び診療担当者

団体との間で緊密に連携することが困難となるなど、支障を生じたため、

平成２３年４月、鳥取支部の支部長をその他の支部の支部長と同様に専

任で配置した。 
 

                                      
32 早期退職制度とは、自己の意思に基づいて早期の退職を希望する職員を募集する制度をいう。 

平成１３年度 平成２２年度 平成２３年度

８６６ポスト ６７７ポスト ６６５ポスト

▲１２ポスト（▲１．８％）

▲２０１ポスト（▲２３．２％）
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（３）給与水準の引下げ 

 

○ 職員の給与の水準について、平成２３年８月、支払基金より、人事院

に対し、平成２２年度におけるラスパイレス指数33の算定を要請したと

ころ、平成２２年度におけるラスパイレス指数は、平成２１年度と比較

して▲１．４となる１０４．６に低下した（図表６）。 
 
【図表６】 

ラスパイレス指数の推移 

 

 

 

 
 
 

 
 

○ これは、主として、平成１７年９月における支払基金独自の給与制度

の見直しによるものである。 
 

○ 具体的には、昇格に対する意欲が高まるよう、年功的な昇給の要素を

縮小するため、給料表を改定した措置は、給料月額の引下げ（平均 
▲２．３５％）を実現するとともに、管理職のポストの削減と相俟って、

年功的な昇給を抑制している。その効果は、給料月額の引下げに関する

経過措置の適用期間が平成２２年８月をもって満了したことに伴い、よ

り明確となっている。 
 
○ 平成２３年度にも、管理職手当の見直し（平均▲５．１２％）を実施

したが、引き続き、ラスパイレス指数が平成２７年度中を目途におおむ

ね１００．０となるよう、各年度におけるラスパイレス指数の動向を見

極めながら、必要な措置を講じるものとする。 
 

 

                                      
33 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与の水準を１００．０としてそれと比較した独立行政法人等の職員の給 
与の水準を示す指数をいう。 

平成２１年度 平成２２年度

　　   　１０６．０ 　　　　　　　　１０４．６▲１．４
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 （４）コンピュータシステム関連経費の縮減 

 
 ○ コンピュータシステム関連経費の縮減のほか、コンピュータシステム

の品質の向上にも資するよう、コンピュータシステムの企画、開発及び

運用に関する業務を支援するため、平成２３年４月、民間企業でコンピ

ュータシステムに関するコンサルティング等を経験したシステム専門役

をリーダーとするＩＴガバナンスチームを本部に設置した。 
 

○ これを活用することにより、次に掲げる措置を講じている。 
 

① 平成２３年４月以降、日常的なコンピュータシステムの開発に際し

ては、それぞれの機能の内容に応じて点数を重み付けし、それに基づ

いて工数等の規模の見える化を図る、というファンクションポイント

法を段階的に導入している。 
 

② 平成２３年１０月以降、コンピュータシステム担当職員を対象とし

てＩＴに関する技能の向上を図るための研修を実施している。 
 

○ あわせて、コンピュータシステム関連経費の縮減に資するよう、コン

ピュータシステムの開発に関するマネジメントを徹底するため、平成 
２４年度以降、本部において、コンピュータシステムの開発に関する予

算の執行の状況を月次で経営企画会議34に報告するものとする。 
 
 （５）支払基金保有宿舎の整理合理化 

 
○ 平成２３年１月現在の支払基金保有宿舎（１８６棟８４４戸）のうち、

平成２３～２７年度に段階的に廃止又は自前宿舎から借上宿舎への移

行の対象となるもの（１３０棟４３１戸）については、平成２３年４～

１０月、１０棟１５戸を１．８億円で処分した。 
 

○ 平成２３年１月現在の遊休不動産（１６物件）のうち、かつて宿舎で

あったもの（１５物件）については、平成２３年４～１０月、１０物件

を０．６億円で処分した。 
                                      
34 経営企画会議とは、理事長を含む公益代表理事及び常任顧問並びに審議役、総務部長、経理部長、経営企画部 
長及び事業統括部長によって構成される会議であって、事業運営に関する基本方針を検討するものをいう。 
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 ３ 総コストの削減に向けた数値目標 

 
○ 一般会計の支出について、平成２３年度予算では、平成２２年度予算 
 （８２５．３億円）と比較して▲１．６％（▲１３．０億円）となる 
８１２．３億円に削減した。その結果、平成２３年度予算での一般会計の

支出は、ピーク時の平成１３年度決算（８７６．６億円）と比較して 
▲７．３％（▲６４．３億円）となった（図表７）。 

 
【図表７】       

一般会計の支出の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ４ 手数料水準の引下げ 

 
  ○ 全レセプトの平均手数料について、平成２３年度予算では、平成２２年

度予算（９０．２４円）と比較して▲５．３％（▲４．７４円）となる 
８５．５０円に引き下げた。その結果、平成２３年度予算での全レセプト

の平均手数料は、ピーク時の平成９年度決算（１０７．８８円）と比較し

て▲２０．７％（▲２２．３８円）となった（図表８及び参考２６）。 
 
 
 
 
 
 

平成１３年度決算 平成２２年度予算 平成２３年度予算

８７６．６億円 ８２５．３億円 ８１２．３億円

▲１３．０億円（▲１．６％）

▲６４．３億円（▲７．３％）
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【図表８】      

全レセプトの平均手数料の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
○ なお、平成２５年度中を目途に、医療事務電算システムの機器更新を実

施するため、平成２４年度及び平成２５年度には、サーバに係るハードウ

ェア及びソフトウェアの調達、業務に係るアプリケーションの改修等のた

めの経費を確保する必要がある。 
 
○ そのような中でも、手数料水準の引下げを実現するため、 
① 平成２４年度中に別途積立預金35 

   ② 平成２５年度中にＩＴ化推進経費積立預金36 
   をおおむね取り崩すものとする。 
 
  ○ その上で、その後における医療事務電算システムの機器更新に向けて、

ＩＴ化推進経費積立預金を計画的に積み立てるものとする。 
 
 
 
 

                                      
35 別途積立預金とは、支出に不足する収入の補填に充当するための積立預金をいう。平成２２年度決算結了後の別 
途積立預金残高は、７８．２億円となっている。 

36 ＩＴ化推進経費積立預金とは、コンピュータシステムの拡充に充当するための積立預金をいう。平成２２年度決 
算結了後のＩＴ化推進経費積立預金残高は、６５．３億円となっている。 

平成９年度決算 平成２２年度予算 平成２３年度予算

１０７．８８円 ９０．２４円 ８５．５０円

▲４．７４円（▲５．３％）

▲２２．３８円（▲２０．７％）



 36

 ５ コスト構造の見える化及び手数料体系の見直し 

 
（１）コスト構造の見える化 

 
   イ 平成２７年度における手数料収入で賄われる支出に係るコスト構造

の見込み 
 

○ 支払基金サービス向上計画では、コスト構造の見える化を図るため、 
     ① 現業業務と管理業務との区分 

② 審査業務と請求支払業務との区分 
③ 電子レセプトと紙レセプトとの区分 
を前提として、平成２７年度における手数料収入で賄われる支出に係

るコスト構造の見込みを初めて示した。 
     

○ この点、平成２３年度の手数料をめぐる保険者団体との間での協議

では、医科・歯科レセプトと調剤レセプトとの区分を前提とするコス

ト構造の提示が求められた。 
 

○ これを踏まえ、今般、 
     ① 現業業務と管理業務との区分 

② 審査業務と請求支払業務との区分 
③ 電子レセプトと紙レセプトとの区分 
のほか、 
④ 医科・歯科レセプトと調剤レセプトとの区分 
を前提として、平成２７年度における手数料収入で賄われる支出に係

るコスト構造の見込みを改めて示した（図表９）。 
 

○ この場合においては、コスト構造をより正確に示すことが可能とな

るよう、手数料収入で賄われる支出のうち、区分ごとに不可分なもの

を業務量に応じて各区分に按分する割合について、更に精緻化した37。 
 
 
 
                                      
37 手数料収入で賄われる支出を５５項目から２８７項目へ、そのうち、区分ごとに不可分なものを２５項目から 
１６４項目へ、これらを業務量に応じて按分する割合を９種類から４３種類へ細分化した。 
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【図表９】 

平成２７年度における 

手数料収入で賄われる支出に係るコスト構造の見込み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

（注１） レセプト件数については、戦傷病者に係るものを除外している。 

（注２） 単価については、１銭未満の端数を切り捨てている。 

　　全レセプト（９０６，３４１千件）

電子レセプト
（８６６，６５６千件）

紙レセプト
（３９，６８５千件）

コスト
（億円） 499.9 469.8 30.2
単価
（円） 55.16 54.20 75.97
コスト
（億円） 350.0 331.5 18.5
単価
（円） 70.89 70.28 83.99
コスト
（億円） 67.4 57.5 9.8
単価
（円） 65.31 65.40 64.79
コスト
（億円） 82.6 80.8 1.8
単価
（円） 26.68 26.30 73.09
コスト
（億円） 154.0 111.1 42.9
単価
（円） 16.99 12.82 108.05
コスト
（億円） 76.2 52.9 23.3
単価
（円） 15.42 11.20 105.72
コスト
（億円） 33.2 16.3 16.8
単価
（円） 32.15 18.55 111.05
コスト
（億円） 44.7 41.9 2.7
単価
（円） 14.43 13.65 110.40
コスト
（億円） 71.2
単価
（円） 7.85
コスト
（億円） 725.1 － －

単価
（円） 80.00 74.88 191.87
コスト
（億円）

－
（493,699千件）

－
（471,673千件）

－
（22,026千件）

単価
（円） 94.17 89.34 197.56
コスト
（億円）

－
（103,139千件）

－
（87,970千件）

－
（15,169千件）

単価
（円） 105.32 91.81 183.70
コスト
（億円）

－
（309,503千件）

－
（307,012千件）

－
（2,490千件）

単価
（円） 48.96 47.81 191.35

歯科

調剤

管理業務

医科

歯科

7.85

医科

調剤

医科

歯科

調剤

全業務

区分

現業業務

71.2

審査業務

請求支払業務
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   ロ 平成２３年度予算及び平成２２年度決算での手数料収入で賄われる

支出に係るコスト構造 

 
○ 今般、コスト構造の見える化を図るため、平成２７年度における手

数料収入で賄われる支出に係るコスト構造の見込みとおおむね同様な

手法に基づき、平成２３年度予算及び平成２２年度決算での手数料収

入で賄われる支出に係るコスト構造を示した（図表１０及び図表１１）。 
 
【図表１０】 

平成２３年度予算での 

手数料収入で賄われる支出に係るコスト構造 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注２） 単価については、１銭未満の端数を切り捨てている。

（注１） レセプト件数については、戦傷病者に係るものを除外している。

　　全レセプト（８８９，１７３千件）

電子レセプト
（７９１，１９４千件）

紙レセプト
（９７，９７８千件）

コスト
（億円） 557.1 499.0 58.1

単価
（円） 62.65 63.06 59.31

コスト
（億円） 137.8 73.2 64.7

単価
（円） 15.50 9.24 66.00

コスト
（億円） 65.4

単価
（円） 7.35

コスト
（億円） 760.3 － －

単価
（円） 85.50 79.66 132.66

管理業務
65.4

7.35

全業務

区分

現業業務

審査業務

請求支払業務
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【図表１１】 

平成２２年度決算での 

手数料収入で賄われる支出に係るコスト構造 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

（注１） レセプト件数については、戦傷病者に係るものを除外している。 

（注２） 単価については、１銭未満の端数を切り捨てている。 

　　全レセプト（８７８，３１８千件）

電子レセプト
（７２７，６４９千件）

紙レセプト
（１５０，６６９千件）

コスト
（億円） 569.2 486.8 82.4

単価
（円） 64.80 66.89 54.71

コスト
（億円） 156.4 72.0 84.4

単価
（円） 17.80 9.89 56.01

コスト
（億円） 69.2

単価
（円） 7.87

コスト
（億円） 794.8 － －

単価
（円） 90.49 84.67 118.60

区分

現業業務

審査業務

請求支払業務

管理業務
69.2

7.87

全業務
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 （２）手数料体系の見直し 

    
○ 手数料の在り方については、議論が錯綜しないよう、総コストの削減

を通じた手数料水準の引下げという手数料負担の水準の問題と一定の総

コストを前提とする手数料体系の見直しという手数料負担の配分の問題

とを峻別して検討することが重要である。 
 
   ○ すなわち、保険者単位で手数料負担の水準を明らかにする指標は、全

レセプトの平均手数料である。これに対し、レセプトの区分ごとのレセ

プト１件当たりの手数料の算定は、レセプトの区分ごとの手数料負担の

配分である。 
 

○ 現行では、レセプト１件当たりの手数料を算定するに当たり、 
    ① 保険者がレセプトを受け取る形態でのオンライン分、電子媒体分及

び紙媒体分の区分 
    ② レセプトの種別での医科・歯科分と調剤分との区分 
    を設定している（参考２７）。 

 
○ この点、かねてより、保険者団体より、レセプトの区分ごとのコスト

に応じた手数料の算定が求められてきた。 
 

○ これを踏まえ、支払基金サービス向上計画では、コストと手数料との 
対応関係の明確化のための手数料体系の見直しについて、基本的な考え 
方を提示した。 

 
○ すなわち、レセプトの区分ごとにコストに応じて手数料を算定するた

めには、次に掲げる３要件を満たすことが必要である。 
 

① レセプトの区分ごとに、コスト構造が類型的に異なること。 
 

② レセプトの区分ごとにコストを割り振り、又は業務量に応じて按分

することが可能であること。 
 

③ レセプトの区分ごとに手数料を設定することが現実的であること。 
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○ これに基づき、支払基金サービス向上計画では、 
    ① 電子レセプトと紙レセプトとの区分 

② 医科・歯科レセプトと調剤レセプトとの区分 
③ 医科レセプトと歯科レセプトとの区分及び入院レセプトと外来レ 
セプトとの区分 
④ 原審査と再審査との区分 
⑤ 査定率と手数料との連動 
の適否について、具体的な考え方を提示した。 

 
○ しかしながら、引き続き、保険者団体より、レセプトの区分ごとのコ

ストに応じた手数料の算定が強く求められた。 
 
○ このため、平成２３年５月以降、本部関係部室によって構成される「手

数料体系の見直しに関するプロジェクトチーム」を精力的に開催するな

ど、どのようにレセプトを区分してコストに応じた手数料を算定するか

について、真摯な検討を更に積み重ねた。その上で、平成２３年９月以

降、手数料体系の見直しについて、保険者団体と協議した。 
  
○ その結果に基づき、コストと手数料との対応関係を明確化するため、

平成２４年度より、抜本的な手数料体系の見直しを実現するものとする。 
 
○ これは、再審査の段階で保険者の申出に基づいて調剤レセプトを医

科・歯科レセプトと突合する審査が開始された昭和６３年度以来の抜本

的な手数料体系の見直しとなる。 
 

○ なお、現行の手数料体系の問題点（参考２８）については、平成２３ 
年１月以降、あらゆる機会を通じて保険者団体に対する説明に努力した

（参考２９）。 
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   イ 保険者がレセプト又は連名簿を受け取る形態での区分 

 
○ 次に掲げる理由に基づき、現行におけるオンライン分、電子媒体分

及び紙媒体分の区分を廃止するものとする。 
 

① 区分ごとに手数料収入で賄われる支出をレセプト件数で除する方

法で算定している訳ではないため、コストと手数料との対応関係が

不明確であること。 
 
② 現行の取扱いは、医療保険の保険者におけるオンライン化を推進

しようとする厚生労働省の要請によるものであるが、平成２３年４

月、医療保険の保険者による電子レセプトの受取りがオンラインに

よることとされたこと。 
 

○ もっとも、電子媒体又は紙媒体での電子レセプト又は連名簿の受取

りについては、オンラインでの電子レセプト又は連名簿の受取りと比

較すると、電子媒体又は紙媒体の作成及び送付のための追加的な経費

が必要となる。 
 
○ このようなコスト構造を手数料体系に反映するため、保険者がオン

ラインによらずに電子媒体又は紙媒体で電子レセプト又は連名簿を受

け取る場合には、基本手数料のほか、それぞれの実費に相当する付加

手数料を徴収する取扱い（参考３０）を導入するものとする。 
 

○ このような取扱いにより、医療保険の保険者のほか、公費負担医療

の実施機関に対しても、オンラインでの電子レセプト又は連名簿の受

取りを促進し、ひいては、診療報酬の請求支払に係る業務の効率化に

資する効果も、期待される。 
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ロ レセプトの種別での区分 

 
○ 次に掲げる理由に基づき、現行における医科・歯科分と調剤分との

区分を廃止するものとする。 
 

① 区分ごとに手数料収入で賄われる支出をレセプト件数で除する方

法で算定している訳ではないため、コストと手数料との対応関係が

不明確であること。 
 

② 現行では、再審査の段階で保険者の申出に基づいて調剤レセプト

を医科・歯科レセプトと突合する審査を実施する場合には、医科・

歯科分と調剤分との差額に相当する手数料を追加的に徴収すること

により、調剤レセプトについて、医科・歯科レセプトと同額で手数

料を徴収する取扱いとしていること。これを踏襲すると、今後、原

審査の段階で保険者の申出を待たずに調剤レセプトを医科・歯科レ

セプトと突合する審査を実施するに当たっては、当初より、調剤レ

セプトについて、医科・歯科レセプトと同額で手数料を徴収する取

扱いとすることが論理的であること。 
 

③ 平成２３年６月、医科・歯科レセプトの審査を担当する医師又は

歯科医師の審査委員のほか、調剤レセプトの審査を担当する薬剤師

の審査委員も配置したことに伴い、調剤レセプトについても、医科・

歯科レセプトと同様に、審査委員会による審査の決定の対象とした

こと。 
 
○ これに伴い、再審査の段階で保険者の申出に基づいて調剤レセプト

を医科・歯科レセプトと突合する審査を実施するに当たり、医科・歯

科分と調剤分との差額に相当する手数料を追加的に徴収する取扱いに

関しても、廃止するものとする。 
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○ しかしながら、次に掲げる理由に基づき、医科・歯科分と調剤分と

の区分（参考３１）を新規に導入するものとする。 
 

① 調剤が処方に基づくものであるため、調剤を実施した薬局に係る

調剤レセプトは、処方せんを発行した病院又は診療所に係る医科・

歯科レセプトを前提とするものであること。したがって、医科・歯

科レセプトと調剤レセプトとの間では、コスト構造の類型的な相違

を見出すことが可能であること。 
 

② 平成２７年度における手数料収入で賄われる支出に係るコスト構

造の見込みについて、一定の前提で審査業務及び請求支払業務に係

る手数料収入で賄われる支出をそれぞれ医科分、歯科分及び調剤分

に区分すると、管理業務を含む全業務に係るレセプト１件当たりの

コストに関しては、医科分と歯科分とがおおむね同程度となるのに

対し、調剤分が医科分及び歯科分の加重平均のおおむね半分程度と

なる38こと。このようなコスト構造を手数料体系に反映するために

は、当面、医科・歯科分と調剤分との割合がおおむね２対１となる

よう、基本手数料を算定することが適当であること。 
 

○ この場合においては、原審査の段階で手数料の徴収を完結する取扱

い、すなわち、再審査の段階で保険者の申出に基づいて調剤レセプト

を医科・歯科レセプトと突合する審査を実施するに当たっても、基本

手数料に係る医科・歯科分と調剤分との差額を追加的に徴収しない取

扱いとするものとする。 
 
○ なお、平成２７年度における手数料収入で賄われる支出に係るコス

ト構造の見込みは、突合点検及び縦覧点検の実績がない段階での業務

量の見通しを前提とするものである。したがって、今後、「支払基金サ

ービス向上計画」について、必要な見直しを検討するに際しては、基

本手数料に係る医科・歯科分と調剤分との割合に関しても、必要な見

直しを検討し、その結果に基づき、保険者団体と協議するものとする。 
 
 

                                      
38 調剤分（４８．９６円）は、医科分及び歯科分の加重平均（９６．０９円）の５１．０％である。 
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   ハ 審査委員が個々に審査するレセプトと審査委員が一括して処理する

レセプトとの区分 

     
○ 現行では、膨大なレセプトを対象として限られた人的資源で一定の

期間内に審査を完結する必要がある中で、審査を実施するに当たり、

医療機関の請求傾向、レセプトの内容、疑義付箋の貼付状況等に応じ、

審査委員が個々に審査するレセプトと審査委員が一括して処理するレ

セプトとを区分する取扱いとしている。 
 
○ このため、審査委員が個々に審査するレセプトと審査委員が一括し

て処理するレセプトとを区分し、それぞれのコストに応じて手数料を

算定する取扱いも、想定される。 
       

○ しかしながら、このような取扱いとすることは、次に掲げる理由に

基づき、現実的でない。 
 
① 審査の履歴を記録して手数料の計算に反映するなど、コンピュー

タシステムの改修のために必要な経費及び期間が相当程度になる

ものと見込まれること。 
    

② 支払基金のほか、保険者にとっても、予算を編成する段階では、

審査委員が個々に審査するレセプト及び審査委員が一括して処理す

るレセプトの件数をそれぞれ見込むことは、困難であること。 
 

ニ その他 

 

   （イ）再審査の段階でのレセプトの返戻 

 
○ 再審査の段階でのレセプトの返戻については、現行では、医科・

歯科分又は調剤分の紙レセプトに係る手数料（保険者の申出がオン

ラインによるものである場合にあっては、医科・歯科分又は調剤分

の電子レセプトに係るオンラインでの受取りに際しての手数料）を

返還する取扱いとしている。 
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○ この点、今般の手数料体系の見直しに伴い、平成２４年度より、

基本手数料を返還する取扱いとするものとする。 
 

（ロ）調剤レセプトに係る直接の審査及び支払に伴う審査に関する意見の

提出及び債権債務の決済処理 

 
○ 調剤レセプトに係る健康保険組合による直接の審査及び支払に伴

う支払基金による審査に関する意見の提出及び債権債務の決済処理

については、その事務費が調剤レセプトに係る審査及び請求支払を

支払基金に委託する保険者の手数料負担に転嫁されないよう、単独

で収支の均衡を図るために必要な水準の手数料を算定することが基

本である。 
 

○ しかしながら、平成２３年８月における審査に関する意見の提出

及び債権債務の決済処理に係る職員の業務量に関する調査の結果に

基づき、手数料を算定すると、次に掲げる理由に基づき、レセプト

１件当たりの手数料を現行と比較して大幅に引き上げる必要が生じ

てしまう39。 
 

① 平成２０年度に初めて手数料を算定するに当たっては、審査に

関する意見の提出及び債権債務の決済処理を実施した実績がなか

ったため、再審査の段階で保険者の申出に基づいて調剤レセプト

を医科・歯科レセプトと突合する審査に係る職員の業務量等を基

礎とせざるを得なかったこと。 
 
      ② 審査に関する意見の提出及び債権債務の決済処理に係るレセプ

ト件数が極めて限定的であること40。 
 
 
 
 

                                      
39 現行におけるレセプト１件当たりの手数料は、審査に関する意見の提出にあっては６４１円、債権債務の決済処
理にあっては１８１円となっている。 

40 平成２２年３月～平成２３年２月処理分におけるレセプト件数は、審査に関する意見の提出にあっては１３８件、
債権債務の決済処理にあっては２８件となっている。 
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○ この点、今後、原審査の段階で保険者の申出を待たずに調剤レセ

プトを医科・歯科レセプトと突合する審査を実施すると、再審査の

段階で保険者の申出を受けて調剤レセプトを医科・歯科レセプトと

突合する審査が再審査の一類型として位置付けられることとなる。 
 
○ これも踏まえ、平成２４年度には、現行の手数料を据え置いた上

で、平成２５年度に向けて、手数料の算定方法に関し、必要な見直

しを検討し、その結果に基づき、保険者団体と協議するものとする。 
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第４ 情報公開及び説明責任 

 
 １ 広報 

 
○ 支払基金の事業運営に対する関係者の信頼を確保するためには、事業を

適正に運営するほか、自らの事業運営を分かりやすく説明することも、重

要である。 
 
○ したがって、従前、自らの事業運営を分かりやすく説明する努力が不十

分であったことを率直に反省し、今後、より一層、情報公開を進め、説明

責任を果たす必要がある。 
 
○ このため、 
① 医療保険制度を運営する保険者 
② 医療サービスを提供する医療機関 
のほか、 
③ 医療保険制度を利用する被保険者 
に対しても、医療保険制度を支える支払基金の存在意義が理解されるよう、 

   ① 毎月の記者会見の開催 
② プレスリリースの実施 
③ ホームページの更新 
④ 毎月の本部広報誌（「月刊基金」）及び支部広報誌の発行 
等を通じ、広報を実施している。 

 
○ とりわけ、支払基金の事業運営をめぐる関係者の指摘の中には、誤解に

基づくものも少なくないことを踏まえ、支払基金の事業運営に関する考え

方を明らかにするため、 
   ① 平成２３年２月、総コストの削減、手数料体系の見直し等 
   ② 平成２３年９月、日本の支払基金と韓国の健康保険審査評価院との比

較 
   について、「支払基金をめぐる疑問にお答えします」を公表した。 
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○ また、支払基金の組織、業務等を分かりやすく説明するため、平成２３

年６月、「ひと目で分かる！支払基金」と題する広報パンフレットを新規に

作成した。 
 
○ さらに、支払基金の事業運営に対する報道機関関係者の理解を深めると

ともに、今後における広報の在り方を検討するに当たって参考となる報道

機関関係者の意見を聴取するため、平成２３年７・９月、初めての取組み

として、報道機関関係者との間での懇談会を開催した。 
  
２ 審査の結果に関する理由の説明 

 
  ○ 支払基金の審査に対する関係者の信頼を確保するためには、審査の結果

に関する理由を分かりやすく説明することが重要である。 
 
  ○ このため、かねてより、膨大なレセプトを対象として限られた人的資源

で一定の期間内に審査を完結する必要がある中で、次のとおり、審査の結

果に関する理由の説明に取り組んできた。 
 
 （１）支払基金から保険者又は医療機関への連絡 

 
   イ 原審査の段階 

 
○ 保険者に対しては、査定に際し、増減点事由（参考３２）等を表示

したレセプトを提供する取扱いとしている。 
 

○ 医療機関に対しては、 
     ① 査定としたときは、増減点事由等を表示した増減点連絡書 

② 返戻としたときは、 
ⅰ 返戻事由（参考３３）等を表示した返戻内訳書 
ⅱ 返戻事由等を表示した返戻付箋を貼付したレセプト 
を提供する取扱いとしている。 

 
 
 
 



 50

    ○ なお、平成２３年６月、医科・歯科レセプトの審査を担当する医師

又は歯科医師の審査委員のほか、調剤レセプトの審査を担当する薬剤

師の審査委員も配置したことを踏まえ、平成２４年５月を目途に、調

剤レセプトについても、医科・歯科レセプトと同様に、増減点事由を

設定するものとする。 
 
   ロ 再審査の段階 

 
（イ）保険者の再審査請求 

 
○ 保険者に対しては、 

      ① 査定としたときは、 
ⅰ 増減点事由等を表示した再審査等結果通知書 
ⅱ 必要に応じて連絡事項を記載した再審査等請求内訳票を貼付

したレセプト 
② 原審どおりとしたときは、 
ⅰ 原審どおり理由（参考３４）等を表示した再審査等結果通知

書 
ⅱ 必要に応じて連絡事項を記載した再審査等請求内訳票を貼付

したレセプト 
      を提供する取扱いとしている。 
 

○ 医療機関に対しては、 
① 査定としたときは、増減点事由等を表示した再審査等支払調整

額通知票 
② 返戻としたときは、 
ⅰ 再審査等請求理由（参考３５）等を表示した再審査等支払調

整額通知票 
ⅱ 必要に応じて連絡事項を記載した再審査等請求内訳票を貼付

したレセプト 
を提供する取扱いとしている。 
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（ロ）医療機関の再審査請求 

 
○ 保険者に対しては、査定としたときは、 
① 増減点事由等を表示した再審査等結果通知書 
② 必要に応じて連絡事項を記載した再審査等請求内訳票を貼付

したレセプト 
を提供する取扱いとしている。 

 
○ 医療機関に対しては、 
① 査定としたときは、増減点事由等を表示した再審査等支払調整

額通知票 
② 原審どおりとしたときは、原審どおり理由（参考３６）等を表

示した再審査結果連絡書 
を提供する取扱いとしている。 

 
 （２）保険者又は医療機関から支払基金への相談 

 
○ 保険者又は医療機関による審査に関する相談に迅速かつ懇切丁寧に対

応するため、 
① 各支部で再審査相談窓口（参考３７） 
② 本部審査企画部で審査に関する苦情等相談窓口 
をそれぞれ設置して関係者に周知している。 

 
 ３ 査定に現れない審査の意義の見える化 

 
  ○ 支払基金の存在意義を分かりやすく説明するためには、査定に現れない

審査の意義の見える化を図ることが重要である。 
 
  ○ このため、平成２３年５月以降、本部関係部室によって構成される「査

定に現れない審査の意義の見える化に関するプロジェクトチーム」を精力

的に開催するなど、査定に現れない審査の意義を定量的に示すための方策

について、真摯な検討を更に積み重ねた。 
 
  ○ その結論は、次のとおりである。 
 



 52

（１）ＡＳＰを通じたレセプトの適正化 

 
   ○ オンラインで提出されるレセプトについては、ＡＳＰ41を通じ、受付

の段階で記録漏れ等に関する事務点検を実施することが可能である。 
   
 ○ この点、平成２３年９月請求分では、延べ６，６３６．１万件のレセ

プトについて、ＡＳＰを通じ、記録漏れ等に関する事務点検を実施し、

そのうち、延べ１７．０万件のレセプトについて、記録漏れ等の不備を

発見してその確認及び訂正を求めた。 
 
 （２）コンピュータチェックを通じたレセプトの適正化 

 
   ○ コンピュータチェックを実施することにより、レセプトの適正化に資

する効果が認められる。 
 
   ○ 具体的には、医薬品の適応及び用量に関するコンピュータチェックの

実施状況を平成２２年５月審査分で対象とされていた９２６品目に限定

して平成２２年５月審査分と平成２３年９月審査分とで比較すると、出

現の箇所数に対するコンピュータチェックでの疑義付箋の貼付の箇所数

の割合は、６．４５％から４．１５％へ低下した。 
 
○ 今後、その他のコンピュータチェックについても、それぞれの実施状

況を踏まえ、レセプトの適正化に資する効果を定量的に示す方向で、更

に検討するものとする。 
 
 （３）審査情報提供事例を通じたレセプトの適正化 

 
○ 審査情報提供事例を公表することにより、レセプトの適正化に資する

効果が期待される。 
 
 
 
 
                                      
41 ＡＳＰ（Application Service Provider）とは、サーバにインストールされたアプリケーションをインターネット
で提供するサービスをいう。 
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  ○ この点、今後、平成２５年度中を目途に導入される予定の診療行為単

位での再審査請求状況の把握のためのコンピュータシステムを活用する

ことにより、審査情報提供事例の公表の対象となる診療行為に係る再審

査請求件数を審査情報提供事例の公表の前後で比較するなど、審査情報

提供事例の公表について、レセプトの適正化に資する効果を定量的に示

すための方策を検討するものとする。 
 
（４）連絡、懇談等での改善要請を通じたレセプトの適正化 

 
   ○ 必要に応じ、審査委員又は職員より、医療機関に対し、文書連絡又は

電話連絡を実施している（参考３８）。 
    

○ また、査定又は返戻が顕著に見受けられ、文書連絡又は電話連絡で繰

り返された改善要請が効を奏しない等の医療機関に対しては、審査委員

又は職員が懇談を実施している（参考３９）。 
 
   ○ 今般、平成２１年４月～平成２２年３月に実施された審査委員による

連絡、懇談等での改善要請に伴い、その事項に係る原審査査定点数及び

再審査査定点数が減少した医療機関の事例について、平成２２年９月及

び平成２３年７月における各支部の報告を本部で取りまとめたところ、

１，２４６箇所の医療機関における改善要請事項に係る査定点数の減少

分の合計は、６４９．７万点となった（参考４０）。 
 

○ 今後、職員による連絡、懇談等での改善要請についても、レセプトの

適正化に資する効果を定量的に示すための方策を検討するものとする。 
 
 （５）審査委員会の存在を通じたレセプトの適正化 

 
   ○ 引き続き、医療機関の請求傾向の推移に着目するなど、ピアレビュー

を実施する審査委員会の存在がそれ自体で医療機関による不適正なレセ

プトの提出を抑止するという効果を定量的に示すための方策を検討する

ものとする。 
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４ 保険者団体、診療担当者団体等との間での打合せ会の開催 

 
  ○ 平成２３年３～１０月、 

① 本部で７回 
② ４０支部で延べ１９３回 
にわたり、保険者団体、診療担当者団体等との間で打合せ会を開催した。 

 
  ○ そのうち、 
   ① 全国総合健康保険組合協議会「医療制度等対策委員会」（平成２３年３

月） 
② 健康保険組合連合会「診療報酬対策委員会」（平成２３年３・９月） 
における支払基金の説明については、プレスリリースを実施した。 

  
 ○ なお、保険者団体、診療担当者団体等の意見を組織的に共有してその後

の事業運営に的確に反映するため、保険者団体、診療担当者団体等との間

での打合せ会の開催について、平成２３年２月、各支部から本部への報告

を求める取扱いとするとともに、平成２３年７月、各支部の報告を本部で

取りまとめて全支部での閲覧に供する取扱いとした。 
 
５ 「お客様の声」受付窓口の設置 

 
  ○ 平成２２年４月、本部事業統括部にサービス推進課を設置したが、平成

２３年４月、サービス推進課を本部事業統括部事業推進室に移管した。 
 
  ○ 平成２２年４月～平成２３年１０月に受け付けられた「お客様の声」は、

累計で２，００４件となった（参考４１）。 
 
  ○ このような「お客様の声」を業務の改善に活用している（参考４２）。 
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第５ 医療保険制度に貢献する公的な役割 
 
 １ レセプト電算処理システムの開発及び運用 

 
○ 平成２３年１２月、保険者及び医療機関に対し、オンライン請求の利便

性の向上を図るため、オンライン請求で使用されるパソコンの動作環境と

して対応可能な基本ソフトウェアとブラウザとの組合せを拡大した。 
 
  ○ 平成２４年２月、保険者及び医療機関に対し、オンライン請求の安全性

の確保を図るため、オンライン請求専用認証局42の電子証明書発行プログ

ラムを更新するものとする。 
   
  ○ なお、かねてより、支払基金では、厚生労働省の要請を受けて、レセプ

ト電算処理システムの基盤となるデータベースの一つである傷病名マスタ
43の作成及び公表に取り組んできた。 

 
○ この点、電子レセプトに記録される傷病名については、傷病名マスタに

登録された傷病名コードが使用されないと、コンピュータチェックのほか、

医療費の動向に関する分析に際しても、支障を生じてしまう。 
 
  ○ このため、平成２２年８月以降、本部において、各医科医療機関におけ

る未コード化傷病名の使用状況44を四半期ごとに把握し、その結果に基づ

き、各支部より、未コード化傷病名の使用が顕著に見受けられる医科医療

機関に対し、傷病名マスタに登録された傷病名コードを使用するよう、働

き掛けている。 
 
２ 電子点数表の作成及び公表 

 
  ○ 平成２４年度診療報酬改定が実施される場合には、医科電子点数表及び

歯科電子点数表を更新して公表するものとする。 
 

                                      
42 認証局とは、電子証明書を発行する機関をいう。 
43 傷病名マスタとは、傷病名及びそのコードに関するデータベースをいう。 
44 医科電子レセプトに記録された傷病名に占める未コード化傷病名の件数割合は、平成２３年７月請求分では、 
５．４％となっている。 
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 ３ 診療報酬改定を始めとする医療保険制度改正に係る円滑な対応 

 
○ 平成２４年度診療報酬改定が実施される場合には、レセプト電算処理シ

ステム45に係る記録条件仕様46及び標準仕様47並びに基本マスタ48及び医療

機関マスタ49を更新して国民健康保険中央会等に提供するものとする。 
 

４ 審査支払制度の見直しに関する提言 

 
○ 支払基金の事業運営をめぐる指摘の中には、 
① 現行の審査支払制度を前提として支払基金の自助努力で対応すること

が可能であるもの 
のほか、 
② 厚生労働省を中心とする保険者、医療機関等の関係者間での議論を経

て審査支払制度の見直しに関する成案を得ない限り、対応が困難である

もの 
   も、少なくない。 
 
  ○ これを踏まえ、かねてより、医療の現場で診療報酬の審査及び請求支払

を実施する専門機関として、医療保険制度に貢献する公的な役割を果たす

ため、保険者と医療機関との間で公正に事業を運営する独立の第三者機関

として、審査支払制度の見直しに関する論点を提起してきた。 
 
  ○ 今般、政府における平成２４年度予算概算要求に先立ち、社会保障改革

等をめぐる議論に資するよう、次に掲げる事項について、平成２３年８月、

「審査支払制度等の見直しに関する要望」を取りまとめ、平成２３年９月、

支払基金理事長から厚生労働省保険局長へ提出した。 
 
 
                                      
45 レセプト電算処理システムとは、電子レセプトについて、医療機関による提出、審査支払機関による審査及び保 
険者による受取りを一貫して実施するためのコンピュータシステムをいう。 

46 記録条件仕様とは、レセプトのデータを電子的に記録するための条件を定めた仕様をいう。 
47 標準仕様とは、医療機関が審査支払機関に対して電子レセプトを提出するに当たって点検すべき事項を定めた仕 
様をいう。 

48 基本マスタとは、傷病名、診療行為、医薬品、特定保険医療材料等のコード、名称等に関するデータベースを 
いう。 

49 医療機関マスタとは、レセプト電算処理システムに参加する医療機関の名称、コード、施設基準、標榜科等に 
関するデータベースをいう。 
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① 被災者レセプトの見直し 
 

② レセプトのやり取りの電子化 
 

③ 地方厚生局から審査支払機関への情報提供の改善 
 

④ 医療機関の診療報酬請求権の消滅時効の起算日の見直し 
 

⑤ 再審査等の申出に係る不服申立前置及び期限の法制化 
 

⑥ 薬局における被保険者証での患者の受給資格の確認 
 

⑦ 支払基金の業務の見直し 
 
○ これらのうち、支払基金の業務の見直しの中では、異常分娩分のみなら

ず正常分娩分も含む出産育児一時金の直接支払など、社会の要請に応える

新規業務の実施を可能とするよう、要望している。 
 
  ○ もっとも、柔道整復療養費の審査支払に関しては、支払基金が受託して

保険者のニーズに応える前提として、療養の給付と同様に審査を実施する

ことが可能となるよう、傷病と施術との対応の適否に関する判断の基準を

明確化するなど、制度的な環境の整備が必要である。 
 
○ なお、今後とも、我が国における審査支払制度の在り方を検討するに当

たっての参考となるよう、諸外国における審査支払制度に関する調査を継

続的に実施するものとする。 
 
 ５ 医療費の動向に関する分析 

  
○ 引き続き、医療費分析システムを段階的に開発している。 

 
  ○ その一環として、平成２３年７月以降、医科分の電子レセプトについて、

初診、再診、投薬、手術、検査、画像診断等の診療行為大分類（薬剤及び

特定器材を除く。）をそれぞれ細分化して算定回数及び算定点数の推移を月

次で公表している。 
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おわりに 
 
○ 支払基金は、昭和２３年９月に設立されて以来、平成２３年９月で６３周

年を迎えたが、今後とも、「全国規模の１法人」かつ「独立の第三者機関」

である「専門の審査支払機関」として、医療保険制度に貢献する公的な役割

を果たさなければならない。 
 
○ このため、引き続き、支払基金サービス向上計画を着実に実施するものと

する。 
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基本理念

私たちの使命

　

　
　
　
　
　

私たちの約束

その１　IT を活用し、社会の要請に応える良質なサービスを
　　　　提供します。

その２　民間法人としてコスト意識をもって効率的に事業を
　　　　運営します。

その３　組織としての一体性を発揮し、全国統一的なサービスを
　　　　提供します。

その４　法令遵守を徹底し、公正に事業を運営します。

その５　情報公開を進め、説明責任を果たします。

　私たちは、自らの使命を全うするため、次の５つを約束します。

　私たちは、国民の皆様に信頼される専門機関として、診療報酬の
「適正な審査」と「迅速な支払」を通じ、国民の皆様にとって大切な
医療保険制度を支えます。

職員行動指針

　私たち一人一人は、自らの約束を果たすため、次の３つを
遵守します。

その１　強い使命感と高い倫理観をもって職務に精励します。

その２　職務の専門性を自覚し、自らの能力の向上に努めます。

その３　保険者や医療機関を始めとする国民の皆様に御満足を
　　　　頂けるよう、迅速かつ懇切丁寧に対応します。

 
 

 
 
 

【参考１】

支払基金の基本理念及び職員行動指針 
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【参考２】

オンライン １２．８％

電子レセプト ５１．２％
紙レセプト ４８．８％電子媒体

３８．５％

電子レセプト ８９．２％
紙レセプト

１０．８％
オンライン ６５．９％

電子媒体
２３．３％

平成２２年

６月請求分

平成２３年

１０月請求分

平成２０年

１０月請求分

電子媒体
１９．７％

オンライン ６１．４％

電子レセプト ８１．２％
紙レセプト

１８．８％

レセプトの電子化の推移 （件数ベース）

○ 平成９年１０月、医療機関による電子媒体でのレセプトの提出を開始。
○ 平成１８年４月、医療機関によるオンラインでのレセプトの提出を開始。
○ 平成１８年７月、保険者による電子媒体でのレセプトの受取りを開始。
○ 平成１９年７月、保険者によるオンラインでのレセプトの受取りを開始。
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【参考３】

調 剤

歯 科

診療所

400床
未 満

400床
以 上

病

院
医

科

50.0％ 100％

９９．７％

９２．１％

９９．９％

１，０１９万件

２，９２９万件

９０３万件

２，２１０万件

電子媒体

紙レセプト

計
９４．１％

９９．９％オンライン

３，９４９万件

４１．４％

【参考】
医科・調剤計
６，１５８万件

紙ﾚｾﾌﾟﾄ

３．８％オンライン ７４．４％ 電子媒体 ２１．８％

９６．２％

レセプトの電子化の内訳
（平成２３年１０月請求分：件数ベース）
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【参考４】

医療機関 保険者等

オンライン

６５．９％

オンライン・電子媒体
８．１％（画像・テキスト）

電子媒体 ０．１％

紙媒体 ８．６％

支払基金

紙レセプトと
オンライン・電子媒体
（画像・テキスト）との併用

１．８％

オンライン

８０．５％

紙レセプト ０．９％

電子媒体

２３．３％

電子レセプト
８９．２％

電子レセプト
８０．６％

医療機関によるレセプトの提出及び保険者によるレセプトの受取りの形態
（平成２３年１０月請求分：件数ベース）

紙レセプト

１０．８％
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【参考５】

全医薬品が出現した
箇所数
①３６，０１９千箇所

○対象レセプト ： 医科電子レセプト
○対象医薬品 ： １，８１０品目
○対象事項 ： 傷病名と医薬品の適応との対応の適否

対象医薬品が出現した
箇所数

②５，５５９千箇所
【１５．４％】（②/①）

職員が点検して
疑義とした箇所数

④３４千箇所

【１９．３％】（④/③）

コンピュータチェックで
疑義付箋を貼付した
箇所数
③１７８千箇所

コンピュータチェックで
疑義付箋を貼付した
箇所数

③１７８千箇所

【３．２％】（③/②）

審査委員が審査して
査定とした箇所数

⑤１８千箇所

【９．９％】（⑤/③）

医薬品の適応に関するコンピュータチェックの実施状況
（平成２３年９月審査分：医科分）
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【参考６】

全医薬品が出現した
箇所数
①３６，０１９千箇所

○対象レセプト ： 医科電子レセプト
○対象医薬品 ： ２０，７８０品目
○対象事項 ： 医薬品の用量の適否

対象医薬品が出現した
箇所数

②３６，０１９千箇所
【１００．０％】（②/①）

職員が点検して
疑義とした箇所数

④２４千箇所

【３７．０％】（④/③）

コンピュータチェックで
疑義付箋を貼付した
箇所数
③６６千箇所

コンピュータチェックで
疑義付箋を貼付した
箇所数

③６６千箇所

【０．２％】（③/②）

審査委員が審査して
査定とした箇所数

⑤１３千箇所

【１９．５％】（⑤/③）

医薬品の用量に関するコンピュータチェックの実施状況
（平成２３年９月審査分：医科分）



 65
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考７】

全診療行為が
出現した箇所数
①１９１，６９０千箇所

○対象レセプト ：医科電子レセプト
○対象診療行為 ：２１８項目
○対象事項 ：傷病名と処置、手術、検査等の診療行為の適応との対応の適否

対象診療行為が出現した
箇所数

②１９，５１１千箇所
【１０．２％】（②/①）

職員が点検して
疑義とした箇所数

④６４千箇所

【３２．１％】（④/③）

コンピュータチェックで
疑義付箋を貼付した
箇所数
③１９９千箇所

コンピュータチェックで
疑義付箋を貼付した
箇所数

③１９９千箇所

【１．０％】（③/②）

審査委員が審査して
査定とした箇所数

⑤４６千箇所

【２２．９％】（⑤/③）

診療行為の適応に関するコンピュータチェックの実施状況
（平成２３年９月審査分：医科分）
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【参考８】

請求件数
①３４，６９５千件

○対象レセプト ：医科電子レセプト
○対象算定ルール ：２７３，１０７項目
○対象事項 ：医科に係る診療報酬に関する告示及び通知で規定された算定ルールに対する適合性

査定件数

③１１千件

【１５．６％】（③/②）

コンピュータチェックで
疑義付箋を貼付した
件数
③６９千件

コンピュータチェックで
疑義付箋を貼付した
件数

②６９千件

【０．２％】（②/①）

医科電子点数表を活用したコンピュータチェックの実施状況
（平成２３年９月審査分）
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【参考９】 

14.415.1
16.617.4

21.923.222.124.0

29.0
31.9

40.2

52.0

59.3
63.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年

5～9月平均

再審査査定件数率

（件）

（注）平成20年度以降、老人保健制度分を除外している。

原審査請求件数１万件当たりの再審査査定件数の推移

１ 「審査充実第１次３か年計画」（平成１１年４月）

○ 請求・支払業務の効率化
による事務点検・審査事務
共助期間の確保

○ 審査結果のデータ化に
よる分析・検証に基づく
審査の充実

審査充実第１次３か年計画

主な取組み

平成14年度第2四半期
30.8件

４次にわたる審査充実計画で設定された数値目標の達成状況

原審査請求件数１万件
当たりの再審査査定件数

再審査査定件数
（当月）

原審査請求件数
（5～7か月前の３か月の平均）

× 10,000＝

平成23年7月
13.9件

2.62.7
3.03.5

4.44.94.8

5.2

7.17.9

9.7

11.8
12.9

15.8
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10.0

12.0

14.0
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5～9月平均

再審査査定点数率

（点）

（注）平成20年度以降、老人保健制度分を除外している。

○ 審査専門部会対象レセプトの
審査の充実

○ 審査の充実のための職員研修の
充実・強化による審査事務能力の
向上

審査充実第２次３か年計画

主な取組み

平成17年度第2四半期
4.7点

原審査請求件数１万点当たりの再審査査定点数の推移

２ 「審査充実第２次３か年計画」（平成１４年４月）

原審査請求件数１万点
当たりの再審査査定点数

再審査査定点数
（当月）

原審査請求点数
（5～7か月前の３か月の平均）

× 10,000＝

平成23年7月
2.5点
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10.511.5

13.2
14.7

18.919.519.019.8

23.724.1

28.4

32.2

35.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年

5～9月平均

全査定点数に占める再審査査定点数の割合

（％）

３ 「審査充実第３次３か年計画」（平成１７年４月）
及び「新・審査充実計画」（平成２０年４月）

○ 医科入院分レセプトの審査の充実
○ 審査委員と職員との連携強化 審査充実第３次３か年計画

主な取組み 電子レセプトに
対する審査の充実

新・審査充実計画

主な取組み

平成20年度第2四半期
14.8％

平成16年10月～平成17年9月審査分
18.7％

全査定点数に占める再審査査定点数の割合の推移

平成23年7月
9.8％

（注）平成20年度以降、老人保健制度分を除外している。
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【参考１０】

７

０

０

０

０

１

０

０

６

０

支部で

作業中の

もの

本部で

作業中の

もの

４１９７３７４２８８６９９合 計

００００００その他

０００４１３４７５医療機関

００００００保険者

調剤

専門分野別

専門医

グループで

検討中のもの

０

０

０

０

１

３

１

７

２５

０

１４６

７５

本部で

回答した

もの

受付件数

対 応 済 み の 件 数

支部で

回答した

もの

専門分野別

専門医

グループで

検討したもの

医科

保険者 １００ ９ ６ ７

医療機関 ４５９ ２９９ １ ６

その他 ０ ０ ０ ０

歯科

保険者 ３１ ０ ０ ６

医療機関 ３３ ２５ ０ ０

その他 １ ０ ０ ０

○ 平成２２年６月、本部審査企画部に審査に関する苦情等相談窓口を設置。

対応中の件数

審査に関する苦情等相談窓口の対応状況
（平成２２年６月～平成２３年１０月）
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【参考１１】

保険診療ルールの疑義に関する支払基金本部審査企画部の照会に
対する厚生労働省保険局医療課の回答の状況

（平成２３年１０月３１日現在）

２９．７％１１３７平成２３年度

３２．１％９２８平成２２年度

９．５％１０１０５平成２１年度

回答率回答数疑義照会数

７３．１％１９２６平成２３年度

９３．１％６７７２平成２２年度

９７．４％７５７７平成２１年度

回答率回答数疑義照会数

１.医科

２.歯科
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【参考１２】

原審査査定点数に占める職員の審査事務の寄与率の推移

(注） 原審査査定点数に占める職員の審査事務の寄与率は、医科・歯科分の電子・紙レセプトに係るものである。

○ 原審査査定点数のうち、職員が点検して疑義としたこと（職員がコンピュータチェックで
貼付された疑義付箋を解除しなかった場合を含む。）を契機とするものの割合の推移は、
次のとおり。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成２０年５月～

平成 ２１年４月

審査分 の平均

平成２０年５月～
平成２１年４月
審査分の平均

53.1％
63.7％

75.3％
71.4％

平成２１年５月～
平成２２年４月
審査分の平均

平成２２年５月～
平成２３年４月
審査分の平均

平成２３年５～９月
審査分の平均
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【参考１３】

各支部における医薬品の適応に関するコンピュータチェックの実施状況

（平成２３年９月審査分:医科分） 

（注）　医薬品の適応に関するコンピュータチェックの対象は、平成２３年９月審査分では、１，８１０品目であった。

対象医薬品の出現率

14.8
14.0 13.9

15.6 15.7
17.0

16.1 16.4 16.3 15.5 15.1 15.5 15.6 15.3 15.6 14.9 15.6 15.4
16.0

15.0 15.6
16.5 16.0 16.0

16.7 16.0
15.3 15.4

17.2
16.4

14.2
15.5

16.7

14.4 14.9
16.3

14.5 15.0
15.8

15.0

13.1
14.7

13.9
14.9

13.7
14.7 14.1

15.4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

北

海

道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神

奈

川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和

歌

山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿

児

島

沖
　

縄

平
　

均

コンピュータチェックでの疑義付箋の貼付

2.95 3.05

5.00

2.87 2.73
2.50

2.85 3.03

2.17

2.75 2.96
3.28

3.99

3.05 3.12
2.73

2.37
2.87

3.65 3.49

2.95
3.33

2.83 2.76 2.80

3.64
3.95 3.89

2.61

3.22 3.12
2.71

3.46
3.24

2.77
2.39

2.96
2.57

3.39

2.70
2.24

2.63

3.45
3.23

3.78

2.91
3.32 3.20

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

北

海

道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神

奈

川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和

歌

山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿

児

島

沖
　

縄

平
　

均

対象医薬品の査定率

0.40

0.23 0.21

0.33

0.13 0.14

0.33

0.41

0.29

0.18
0.24

0.41

0.50

0.40

0.16
0.18

0.12 0.13

0.30

0.17
0.13

0.27

0.20

0.14 0.13

0.28

0.49

0.40

0.27

0.12

0.21

0.29 0.28
0.34

0.16

0.25
0.21 0.21

0.18

0.45

0.31 0.33
0.27

0.37
0.32

0.47

0.54

0.32

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

北

海

道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神

奈

川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和

歌

山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿

児

島

沖
　

縄

平
　

均

コンピュータチェックの疑義付箋貼付箇所数／対象医薬品の出現箇所数

対象医薬品の査定箇所数／対象医薬品の出現箇所数

職員による疑義付箋の点検

20.6

16.2

10.2

23.0

16.5

8.7

17.7
21.4

25.5

18.7 19.3
22.3

24.2
26.8

14.1
16.1

10.5
8.0

20.8

25.8

9.2

17.2

11.5
9.2 9.0

16.8

23.8

19.6 19.3

9.0

16.3
19.2

23.2

17.1

8.7

16.1
14.0 12.7 11.9

27.8 28.7

20.0

13.3

18.4 19.8

24.9
28.5

19.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

北

海

道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神

奈

川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和

歌

山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿

児

島

沖
　

縄

平
　

均

審査委員による疑義付箋の審査

7.6

4.3

11.5

4.9
5.6

11.5

13.5 13.2

6.4

8.0

12.4 12.5
13.1

5.1

6.7

5.1 4.7

8.3

4.9 4.4

8.0
7.2

5.1
4.5

7.6

12.5

10.3 10.3

3.6

6.8

10.6

8.1

10.3

5.7

10.4

7.1
8.3

5.2

16.6

14.0

12.5

7.9

11.4

8.5

16.1 16.3

9.9

13.5

0%

2%
4%

6%

8%

10%
12%

14%

16%
18%

20%

北

海

道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神

奈

川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和

歌

山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿

児

島

沖
　

縄

平
　

均

職員が点検して疑義とした箇所数／コンピュータチェックの疑義付箋貼付箇所数

審査委員が審査して査定とした箇所数／コンピュータチェックの疑義付箋貼付箇所数
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【参考１４】

各支部における医薬品の用量に関するコンピュータチェックの実施状況

（平成２３年９月審査分：医科分） 

（注）　医薬品の用量に関するコンピューターチェックの対象は、平成２３年９月審査分では、２０，７８０品目であった。

対象医薬品の出現率
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【参考１５】

各支部における診療行為の適応に関するコンピュータチェックの実施状況 

（平成２３年９月審査分：医科分） 

（注）　処置、手術及び検査の適応に関するコンピュータチェックの対象は、平成２３年９月審査分では、２１８項目であった。

対象診療行為の出現率
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【参考１６】

各支部における医科電子点数表を活用したコンピュータチェックの実施状況 

（平成２３年９月審査分） 

コンピュータチェックでの疑義付箋の貼付

0.17

0.14
0.17 0.17 0.17 0.17

0.20 0.19 0.18

0.15

0.23

0.20

0.23 0.24

0.14

0.17

0.21 0.19
0.17

0.15

0.20

0.16
0.19

0.15

0.20

0.27 0.27

0.22

0.17
0.20

0.13 0.12

0.22

0.16 0.15 0.16
0.17

0.28

0.22
0.20 0.19

0.18

0.12
0.15

0.17
0.15

0.20 0.20

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.40%

北
海
道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神
奈
川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和
歌
山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿
児
島

沖
　

縄

平
　

均

審査委員による疑義付箋の査定

19.9

12.3

16.1
14.8

22.1

10.4
13.2

15.7
18.3

15.1

9.6

15.3
17.4

14.9
13.1

8.6
6.6

10.6

18.1 19.0

8.6

15.5
12.5

19.4

13.2 13.0
15.8 15.6

18.9

11.8

15.0
17.0

14.2 15.1

10.7

23.3

12.4

6.0

10.3

27.8

14.1

24.0

14.9

29.1

14.2

19.9 19.7

15.6

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

北
海
道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神
奈
川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和
歌
山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿
児
島

沖
　

縄

平
　

均

コンピュータチェックの疑義付箋貼付件数／請求件数

査定件数／コンピュータチェックの疑義付付箋貼付件数
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【参考１７】

保険者及び医療機関に対し、オンライン請求で使用される

パソコンの動作環境として対応可能な基本ソフトウェアと

ブラウザとの組合せを拡大した。

平成２３年４月

オンラインで再審査等を請求する保険者に対し、記録条件仕様

等に対する適合性の確認のための試験に関するデータの授受を

電子媒体による方法からオンラインによる方法へ変更した。

平成２３年３月

健康保険組合連合会の要請を受けて、各健康保険組合が

健康保険組合連合会に対して高額医療給付に関する交付金を

申請するに際し、オンライン請求ネットワークの利用を

許諾するとともに、原本性を確認することが可能となるよう、

電子署名を付与するサービスの提供を開始した。

オンラインで電子レセプトを受け取る保険者及びオンラインで

電子レセプトを提出する医療機関の更なる増加に円滑に対応する

ことが可能となるよう、保険者及び医療機関と支払基金との間の

ネットワーク回線をその使用状況に応じて増強した。

実 施 内 容実施年月

保険者及び医療機関に対するサービスの向上を図るための措置
（平成２３年１～１２月）

保険者及び医療機関に対し、

① オンラインでのレセプトデータの送受信に関する日程

② コンピュータシステムの障害に関する状況

等をインターネットメールで通知するため、支払基金メール

マガジンを構築した。

診療報酬、出産育児一時金、電子証明書発行・更新料、

レセプト電子データ提供料等について、保険者が合算して

振り込むことを可能とするため、払込請求書を一本化した。

平成２３年７月

健康保険組合連合会の要望を受けて、平成２３年８月における

オンラインでの電子レセプトの配信期限を１２日から１６日へ

延長した。

平成２３年８月

全国健康保険協会の要請を受けて、東日本大震災に際しての

診療録の滅失等に係る医療機関による診療報酬の概算請求に

ついて、全支部の合計のほか、支部別の内訳に関する資料を

提供した。

平成２３年５月

実 施 内 容実施年月
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レセプト電子データ提供事業を利用する保険者に対し、

すべての紙レセプトについて、画像・テキストデータを

受け取る時期を毎月２０日から毎月１０日へ早期化した。

平成２３年１１月

保険者及び医療機関に対し、オンライン請求で使用される

パソコンの動作環境として対応可能な基本ソフトウェアと

ブラウザとの組合せを拡大した。

平成２３年１２月

保険者及び医療機関のための患者の受給資格の早期確定に

資するよう、医療機関によって提出された電子レセプトについて、

保険者に対する診療報酬の請求に先立ち、原審査の段階において、

保険者に対し、患者に関し、氏名等のデータを提供して受給資格の

点検を求めることにより、受給資格の不備を確認したときは、

医療機関に対する返戻を実施する仕組みを構築した。

平成２３年１０月

実 施 内 容実施年月



【参考１８】
 

収 入

３．５億円６．７億円利子収入

５．８億円５．０億円雑収入

１５３．６億円１５６．４億円コンピュータシステム関連経費

８４．１億円８３．２億円経常経費

２１．４億円２１．１億円レセプト電子データ提供事業関連経費

レセプト電子データ提供事業利用料収入 ２０．０億円２９．３億円

※ ▲４．２億円▲２６．０億円収 支 差

０．３億円５．１億円予備費及び積立預金

２５９．１億円２６０．７億円業務諸費

４１２．８億円４２１．３億円給与諸費

レセプト件数

２９．３億円４１．０億円手数料収入以外の収入

７９４．８億円７７９．７億円手数料収入

８２４．１億円８２０．７億円

８２８．３億円８４６．７億円支 出

０．４億円０．５億円役員会費

３６．５億円３６．７億円退職給付引当預金への繰入れ

８７８，３２５千件８６４，０１７千件

８．０億円８．０億円施設費

１１１．１億円１１４．４億円審査委員会費

平成２２年度決算平成２２年度予算

＋3.4億円

＋15.1億円

▲11.７億円

▲18.4億円

▲8.4億円

▲1.5億円

▲0.2億円

▲0.1億円

▲3.3億円

±0.0億円

▲4.9億円

＋21.8億円

＋14,308千件

平成２２年度予算と平成２２年度決算との比較

※ 平成２２年度予算では、積立預金からの受入れを２６．０億円とすることとしていた。これに対し、平成２２年度決算では、地方単独医療費助成事業の受託の拡大等により、積立預金からの
受入れを４．２億円にとどめることができた。  
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【参考１９】

４，９３４人

８７８，３２５千件

平成２２年度決算

４，８０９人６，３２１人

職員定員

８８９，１７９千件７８４，３１９千件

レセプト件数

平成２３年度予算平成１３年度決算

○ 平成１７年９月、昇格に対する意欲が高まるよう、年功的な昇給の要素を
縮小するため、給料表を改定し、給料月額の引下げ（平均▲２．３５％）を
実施。その経過措置については、平成２２年８月をもって満了。

○ レセプト件数が着実に増加しているにもかかわらず、職員定員について、
平成１３年度をピークとして段階的に削減。

４１２．８億円５２８．９億円 ４０３．１億円

給与諸費

（注） 職員定員及び給与諸費は、支払基金の一般会計に係る分である。

職員定員の削減及び給与水準の引下げを通じた給与諸費の縮減

＋１０４，８６０千件

（ ＋１３．４％ ）

＋１０，８５３千件（ ＋１．２％ ）

▲１２５人（ ▲２．５％ ）

▲９．７億円（ ▲２．４％ ）

▲１，５１２人

（ ▲２３．９％ ）

▲１２５．８億円

（ ▲２３．８％ ）
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【参考２０】

９１２．２百万円２，５３２．７百万円

平成２２年度決算平成１８年度決算

▲１，６２０．４百万円
（▲６４．０％）

紙レセプトに係る請求支払の業務の委託のための経費

紙レセプトに係る請求支払の業務の委託のための経費の縮減

○ 紙レセプトの減少に伴い、紙レセプトに係る請求支払の
業務（医療機関別から保険者別への仕分け、請求支払データの作成等）の
委託のための経費について、平成１８年度をピークとして

段階的に縮減。

○ 平成２２年度には、全支部が一般競争入札で業者を選定。
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【参考２１】

２１．９％

平成２１年度

３５．９％

平成２２年度

４７．４％１３．３％

平成２３年度
（１０月３１日現在）平成２０年度

契約に占める一般競争契約の件数割合の推移

（注）少額の契約を除外している。

○ 昭和６１年３月以降、政府の会計と同様に、少額の契約を除き、
原則として一般競争契約による取扱い。

○ その例外となる随意契約については、既存のコンピュータ
システムの改修、コンピュータシステムの運用等に限定する
取扱い。

契約手続の適正化

（注）随意契約による少数の契約は、２５０万円を超えない工事又は製造、１６０万円を超えない物品の購入、

１００万円を超えない役務の提供等に関する契約である。

＋３４．１％
＋１１．５％

３件７件１件

１．１百万円

平成２１年度

８．６百万円

平成２２年度

３．４百万円

平成２３年度
（１０月３１日現在）

一般競争契約による少額の契約の件数及び金額の推移

○ 加えて、少額の契約についても、封筒の印刷など、可能な

限り、随意契約によらずに一般競争契約による取扱い。
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７支部９契約５支部７契約

１２６．１百万円１３１．５百万円

平成２２年度平成２１年度

○ とりわけ、

① 広報誌等の印刷調製

② 事務所の清掃及び廃棄物の処理

については、少額の契約を含め、随意契約から

一般競争契約へ段階的に移行。

広報誌等の印刷調製に関する
一般競争入札の件数及び金額の推移

＋ ２支部
＋ ２契約

▲５．４百万円
（▲４．１％）

○ なお、契約手続に関する情報をホームページで公開。

入札結果平成２１年１月～

入札公告平成２０年８月～

随意契約締結状況平成１８年７月～

１１５．１百万円１２３．２百万円

８支部８契約４支部４契約

平成２２年度平成２１年度

事務所の清掃及び廃棄物の処理に関する
一般競争入札の件数及び金額の推移

＋ ４支部
＋ ４契約

▲８．０百万円
（▲６．５％）
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【参考２２】

１．６

平成２１年度

８５７．０

平成２１年度

１３．７

平成２１年度

２．０

平成１５年度

単価（単位：円／件）

平成１５年度平成１５年度

７８６．７１６．０

処理件数（単位：百万件）総額（単位：億円）

○ 請求支払計算システムの運用に関する経費については、平成１５年
９～１２月における第三者機関による監査を経て、平成１６年度より、
年額を定める契約から処理件数に応じた課金を定める契約へ変更。

請求支払計算システム運用経費

コンピュータシステム関連経費に係る第三者機関による監査

○ 平成１７年度における医療事務電算システムの機器更新に関する経費
については、当初、１１７．７億円と見積っていたが、平成１６年１１月～
平成１７年３月における第三者機関による監査を経て、１０９．２億円
（▲７．２％）に縮減。

▲２．３億円
（▲１４．４％）

＋７０．３百万件
（＋８．９％）

▲０．４円／件
（▲２０．０％）
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【参考２３】

総コストの削減に向けた業務の改善のための取組み 
－成果の事例－

事例　１ ： 本部事務所の袖看板の撤去

事例　２ ： コンピュータシステムにおける帳票の見直し

事例　３ ： ２以上のコンピュータシステムの開発に係る実施時期の調整

事例　４ ： オンライン請求で使用されるパソコンの動作環境の拡大に係る

実施時期の調整

事例　５ ： オンライン請求のセットアップに係る操作手順書の電子化

事例　６ ： 支払基金メールマガジンの方式の見直し

事例　７ ： 審査参考情報システムの見直し

事例　８ ： 法令検索システムの見直し

事例　９ ： 「支払基金規程・例規通知集」の見直し

事例１０ ： 支払基金ホームページの方式の見直し

事例１１ ：

事例１２ ： 特別審査委員会に係る画面審査システムの機能の限定

事例１３ ：

事例１４ ：

事例１５ ： 経営企画会議の方式の見直し

事例１６ ： 研修センターの運営の見直し

事例１７ ： 財務諸表等の公告の見直し

事例１８ ： 職員採用募集パンフレットの作成の見直し

事例１９ ： 「月刊基金」の印刷調製の見直し

事例２０ ： 「審査委員便覧」の印刷調製の見直し

事例２１ ： 「基金年報」の作成の見直し

事例２２ ： 定期刊行物の購入の見直し

事例２３ ： 法令関係書籍の購入の見直し

事例２４ ： 医薬品等関連書籍の購入の見直し

事例２５ ： 全国基金研究発表会に係るＤＶＤの作成の見直し

事例２６ ： 審査関係訴訟に係る資料集の作成の見直し

事例２７ ： 消耗品の一括調達

事例２８ ： 会議のペーパレス化の推進

事例２９ ： 水道光熱費の縮減

事例３０ ： 発送経費の縮減

地方単独医療費助成事業の受託に伴う

医療機関別の平均決定点数に関する統計の作成の見直し

レセプト電算処理システムの普及状況に関する統計の作成の

請求支払計算システムの改修の見直し

見直し
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○ 平成２３年４～９月、審査支払業務の処理のためのコンピュータ
システム（１７件）中の計数の確認のための帳票（４８９件）については、
それぞれ、使用の状況、他の方法での代替の可能性等を勘案して
出力の必要性を改めて精査。

○ その結果に基づき、廃止が可能である帳票（７件のコンピュータ
システム中の１５１件の帳票）に関しては、計数確認方法の見直しを
含めて準備次第、順次廃止。
（注） 例えば、レセプト電算処理システムにおける保険者別のレセプト出力枚数の確認のための帳票、

請求支払計算システムにおける保険者別のレセプト入力件数の確認のための帳票等。

コンピュータシステムにおける帳票の出力のための経費が
① 月間で３百万円（＝５円／枚×６０万枚）程度
② 年間で３６百万円程度

に相当する削減となる見込み。

事例２：コンピュータシステムにおける帳票の見直し

○ 現在、本部事務所では、袖看板を掲出。
これに伴い、毎年度、道路占用料金等の
維持管理経費を負担。

○ しかしながら、本部事務所では、
各支部事務所と比較すると、業務の
内容が異なるため、来客が限定的。

○ これを踏まえ、平成２３年１２月、
本部事務所の袖看板を撤去。

本部事務所袖看板維持管理経費

０．０百万円０．９百万円

平成２４年度（見込み）平成２３年度（実績）

（注） 本部事務所の袖看板の撤去のための経費は、０．９百万円（実績）。

事例１：本部事務所の袖看板の撤去

▲０．９百万円

（▲１００．０％ ）

撤去前 撤去後
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改修を同一の時期に
実施する場合

改修を別々の時期に
実施する場合

８．９百万円
（実績）

９．５百万円
（見込み）

保険者基本情報管理システム改修経費（平成２３年度）

○ ２以上のコンピュータシステムの開発を実施するに当たっては、
それぞれの要件を整理した上で、相互に関連するものについて、
同一の時期に実施するよう、調整。

○ 平成２３年１０月、保険者基本情報管理システムについて、
① 原審査の段階における患者の受給資格の確認に参加する
保険者の登録
② 紙レセプトの請求支払に係る業務フローの見直しに伴う
紙レセプトの送付先の登録
のための改修を同一の時期に実施。

事例３：２以上のコンピュータシステムの開発に係る実施時期の調整

▲０．６百万円
（▲６．１％ ）

基本ソフトウェア又はブラウザの
リリースに一括で対応する場合

基本ソフトウェア又はブラウザの
リリースの個々に対応する場合

６．０百万円
（実績）

１０．２百万円
（見込み）

オンライン請求で使用されるパソコンの
動作環境の拡大のための経費（平成２２年度）

○ 平成１９年４月以降、保険者及び医療機関に対し、オンライン請求で
使用されるパソコンの動作環境として対応可能な基本ソフトウェアと
ブラウザとの組合せを段階的に拡大。

○ この場合においては、基本ソフトウェア又はブラウザのリリースに
ついて、個々に対応することなく、各年度に一括で対応。

○ 平成２２年度には、平成２１年４月～平成２２年１０月の間に順次
リリースとなった４種類の基本ソフトウェア及び４種類のブラウザについて、
平成２３年４月、一括で対応。

事例４：オンライン請求で使用されるパソコンの

動作環境の拡大に係る実施時期の調整

▲４．２百万円
（▲４１．２％ ）
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事業者が提供する汎用的な
サービスを利用する方式

自前でコンピュータシステムの
開発及び運用を実施する方式

３．９百万円

（実績）

７２．５百万円

（見込み）

支払基金メールマガジン構築経費（平成２３年度）

○ 保険者及び医療機関に対し、オンラインでのレセプトデータの

送受信に関する日程等をインターネットメールで通知するため、

平成２３年７月、支払基金メールマガジンを構築。

○ これについては、自前でコンピュータシステムの開発及び運用を

実施する方式に代えて、事業者が提供する汎用的なサービスを

利用する方式を採用。

事例６：支払基金メールマガジンの方式の見直し

▲６８．５百万円
（▲９４．６％ ）

操作手順書をＣＤ－Ｒで
配布する場合

操作手順書を冊子で
配布する場合

５．９百万円
（実績）

３９．５百万円
（見込み）

オンライン請求のセットアップに係る
プログラム及び操作手順書の配布のための経費
（平成２０年７月版～平成２３年１２月版の６回分）

○ オンライン請求のセットアップについては、平成１９年４月以降、
保険者及び医療機関に対し、プログラムを記録したＣＤ－Ｒを
配布するほか、操作手順書を冊子で配布。

○ この点、平成２０年７月、プログラムのみならず操作手順書も
ＣＤ－Ｒに記録する方法に変更することにより、操作手順書を
冊子で配布する取扱いを廃止。

事例５：オンライン請求のセットアップに係る操作手順書の電子化

▲３３．６百万円
（▲８５．１％ ）
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審査参考情報システムの基礎となる更新データの購入のための経費

０．６百万円８４．２百万円１４．９百万円９９．４百万円合 計

０．６百万円３．８百万円１．９百万円２．５百万円
随時のもの

８０．４百万円１３．１百万円９６．９百万円
２年ごとのもの

平成２３年度

（見込み）

平成２２年度

（実績）

平成２１年度

（実績）

平成２０年度

（実績）

▲３．２百万円
（▲８３．３%）

▲１６．５百万円
（▲１７．０%）

○ 職員の審査事務及び審査委員の審査に活用される
審査参考情報システムでは、診療報酬点数表、薬価基準等に
関するデータベースを搭載。

○ その基礎となる更新データについては、従前、事業者より購入。

○ そのうち、

① 検査点数早見表及び審査事務共助事例集に係るものに
関しては、平成２２年度より、審査参考情報システムに
搭載しない取扱い。

② ２年ごとに実施される診断群分類点数表及び
調剤報酬点数表の改正に伴うものに関しては、
平成２２年度より、職員で自作する取扱い。

③ 新規の医療技術の収載など、随時に実施される
診療報酬点数表の改正に伴うものに関しては、
平成２３年７月以降、職員で自作する取扱い。
（注）加工のための作業が膨大である月には、引き続き、事業者より購入。

事例７：審査参考情報システムの見直し
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○ 平成１７年１１月、法律及び政省令を収載した
市販のパッケージソフトである法令検索システムを
職員によるクライアントパソコンでの閲覧等に
供するためにイントラネットに登載。

○ 平成２３年４月、審査等に関する統計情報を
格納したサーバに法令検索システム等を移設する
ことにより、法令検索システム等を格納していた
サーバを廃止。

○ その結果、法令検索システム保守経費を縮減。

法令検索システム保守経費

事例８：法令検索システムの見直し

０．３百万円０．４百万円

平成２３年度（見込み）平成２２年度（実績）

▲０．２百万円
（▲４８．８％ ）

○ 平成１８年３月、関連の法令並びに規程（定款等）及び例規（通知等）を
収載した「支払基金規程・例規通知集」を職員によるクライアントパソコンでの
閲覧等に供するためにイントラネットに登載。

○ そのうち、法令については、別途、
法令検索システム等で参照することが
可能であるため、平成２３年３月、
目次で名称を収載するものの、
データを収載しない取扱いに変更。

○ その結果、「支払基金規程・例規通知集」に
係るデータ更新経費を大幅に縮減。

「支払基金規程・例規通知集」に係るデータ更新経費

事例９：「支払基金規程・例規通知集」の見直し

０．７百万円２．２百万円

平成２３年度（見込み）平成２２年度（実績）

▲１．６百万円
（▲７０．０％ ）
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○ 支払基金ホームページについて、サーバの容量を拡張するため、
平成２２年１２月、改修を実施。

○ そのための経費については、当初、３０．０百万円と
見積っていたが、平成２２年７月、総合評価落札方式の
一般競争入札を実施した結果、８．９百万円（▲７０．３％）に縮減。

○ この場合においては、定例的な更新作業を事業者に
委託しないで職員で自ら実施することが可能となるよう、
機能を見直すことにより、運用経費を大幅に縮減。

１０．３百万円

平成２２年度（実績）

２．５百万円１３．６百万円

平成２３年度(見込み)平成２１年度（実績）

支払基金ホームページ運用経費

事例１０：支払基金ホームページの方式の見直し

▲１１．２百万円
（▲８１．９％ ）

○ 従前、地方単独医療費助成事業を受託するに当たり、その実施機関に

係る条例等で規定された条件に適合する請求支払データを作成する

ことが可能となるよう、請求支払計算システムの改修を事業者に委託。

○ 平成２２年５月審査分より、地方単独医療費助成事業の実施機関に

係る条例等で規定された条件の登録を職員で自ら実施することが

可能となるよう、請求支払計算システムを再構築。

事例１１：地方単独医療費助成事業の受託に伴う

請求支払計算システムの改修の見直し

職員で自ら実施する場合事業者に委託する場合

０．０百万円
（実績）

３．０百万円
（見込み）

地方単独医療費助成事業の実施機関に係る条例等で
規定された条件の登録のための経費（平成２３年度：新潟県）

▲３．０百万円
（▲１００．０％ ）
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○ 特別審査委員会の審査の対象は、請求点数４０万点以上のレセプト。

したがって、

① レセプト件数が少ない（平成２３年９月審査分：１，８５０件）

② 全レセプトに占める電子レセプトの件数割合が低い
（平成２３年９月審査分：５３．９％）

③ 診療日ごとに診療行為を記載した日計表を症状詳記等と照合して

傷病名と診療行為との対応の適否を判断する審査が中心である

といった特性。

事例１２：特別審査委員会に係る画面審査システムの機能の限定

○ このような特別審査委員会の審査については、平成２１年１０月、

画面審査システムを導入するに当たり、費用対効果に照らして

画面審査と書面審査との組合せで対応。

○ 具体的には、特別審査委員会に係る画面審査システムを

通常の審査委員会に係る画面審査システムと同程度の機能に限定。

その上で、別途、日計表より傷病名に応じて診療行為を抜き書きして

紙媒体に出力する簡易な仕組みを構築。

３６２．６百万円

（実績）

１，２８６．０百万円

（見込み）

特別審査委員会の審査を
画面審査と書面審査との
組合せで実施する場合

特別審査委員会の審査を
すべて画面審査で
実施する場合

特別審査委員会に係る画面審査システムの開発のための経費（平成２１年度）

▲９２３．４百万円
（▲７１．８％ ）
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○ 平成１２年１０月、審査統計システムを導入し、各支部で
入力されたデータを基礎として医療機関別の平均決定点数に
関する統計を作成する業務を事業者に委託。

○ しかしながら、レセプトの電子化の進展に伴い、本部で
取りまとめられたデータを活用して各支部で審査の実績に関する
分析評価に取り組むことが可能。

○ このため、平成２３年３月、医療機関別の平均決定点数に
関する統計（厚生労働省の要請に係るものを除く。）の作成に係る
業務の委託を廃止。

○ また、平成２３年７月、医療機関別の平均決定点数に関する
統計のうち、厚生労働省の要請に係るものの作成について、
契約を締結して実費を徴収する取扱いを厚生労働省に申入れ。
あわせて、平成２４年度に向けて、統計データ管理システムを
改修した上で、それを活用して職員で自作する方向で検討中。

事例１４：医療機関別の平均決定点数に関する統計の作成の見直し

○ レセプト電算処理システムの普及状況については、従前、

① 毎年度、「レセプト電算処理システムにより作成された明細書の受付状況」と

題する統計を作成して保険者団体、診療担当者団体等に提供。

② 毎月、「レセプト電算処理システムの参加状況等について」と題する統計を

作成して厚生労働省等に提供。

○ この点、平成２４年度より、前者の統計を後者の統計に統合して保険者団体、

診療担当者団体、厚生労働省等に提供する予定。この場合においては、

① 両者の統計で重複する項目（支部別等）

② レセプトの電子化の進展に伴って必要性が乏しくなった項目（経営主体別等）

を整理する予定。

０．１百万円

平成２４年度（見込み）

０．２百万円

平成２３年度（実績）

レセプト電算処理システムの普及状況に関する統計の作成のための経費

事例１３：レセプト電算処理システムの普及状況に関する
統計の作成の見直し

▲０．１百万円
（▲６４．１％）
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８．２百万円３９．９百万円

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）

医療機関別の平均決定点数に関する統計の作成のための経費

８．２百万円

平成２３年度（実績）

０．７百万円

平成２４年度（見込み）

▲７．５百万円
（▲９１．３％）

▲３１．７百万円
（▲７９．４％ ）

大阪支部長が経営企画会議に出席するための経費
（平成２２年５月～平成２３年１０月）

０．０百万円

（実績）

０．６百万円

（見込み）

大阪支部長がＷＥＢ方式で

経営企画会議に出席する場合

大阪支部長が本部に出張して
経営企画会議に出席する場合

○ 事業運営に関する基本方針を検討する
経営企画会議では、現場の実情を反映するため、
必要に応じ、東京支部長、大阪支部長等の
出席を求めているところ。

○ 平成２２年５月～平成２３年１０月の間、
１９回にわたり、大阪支部長がＷＥＢ方式で
経営企画会議に出席。

○ その結果、仮に大阪支部長が本部に出張して
経営企画会議に出席する場合と比較すると、
旅費等を縮減。

事例１５：経営企画会議の方式の見直し

▲０．６百万円
（▲１００．０％）

ＷＥＢ方式の経営企画会議
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研修センター運営経費

○ 研修センターでは、職員の審査事務等に係る能力の向上を
図るため、直近の平成２２年度には、延べ２，３４１人の職員を
対象として延べ１６５日にわたって計４２種類の研修を実施。

○ 平成２３年８月以降、次に掲げる措置を講じることにより、
研修センター運営経費を縮減。

１．６百万円２．９百万円

平成２４年度（見込み）平成２２年度（実績）

事例１６：研修センターの運営の見直し

① 研修のペーパレス化を推進。

② 新聞の購読部数を削減。

③ 給茶機の設置台数を削減。

④ 観葉植物のリースを取り止め。

⑤ 植栽の剪定方法を簡素化。

等

▲１．３百万円
（▲４４.５％ ）

○ 財務諸表等の公告については、官報に掲載する方法のほか、
インターネットを利用する方法も可能となるよう、平成２３年７月、
定款を変更。

○ これに基づき、平成２２年度以降の決算における
審査支払業務に係る財務諸表等については、官報に掲載する
方法によらずに支払基金ホームページに掲載する方法で公告。

０．０百万円２．８百万円

平成２３年度（見込み）平成２２年度（実績）

審査支払業務に係る財務諸表等の公告のための経費

（注） 高齢者医療関係業務、介護保険関係業務等については、関係法令の規定に基づき、 財務諸表又はその要旨を
官報に公告することが必要。

（注） 高齢者医療関係業務、介護保険関係業務等に係る財務諸表の公告のための経費については、 支払基金の
特別会計に計上。

事例１７：財務諸表等の公告の見直し

▲２．８百万円
（▲１００．０％）
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○ 従前、毎年度、職員採用募集パンフレットを作成。

○ 今後、平成２３年６月に作成した「ひと目でわかる！
支払基金」と題する広報パンフレットに「先輩からの
メッセージ」を差し込んだものを職員採用募集に活用。

０．６百万円
（見込み）

１．３百万円
（実績）

平成２３年度作成分

（平成２５年度採用分）

平成２２年度作成分

（平成２４年度採用分）

職員採用募集パンフレット作成経費

事例１８：職員採用募集パンフレットの作成の見直し

▲０．７百万円
（▲５０．１％ ）

○ 「月刊基金」と題する本部広報誌の印刷調製に

ついては、平成２３年１月、総合評価落札方式の

一般競争入札を実施した結果、経費を縮減。

４２．５百万円４８．３百万円

平成２３年度（見込み）平成２２年度（実績）

「月刊基金」印刷調製経費

事例１９：「月刊基金」の印刷調製の見直し

▲５．７百万円
（▲１１．８％ ）
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○ 平成２２年度より、関係法令等を収載した
「審査委員便覧」を「審査委員会関係通知集」に
統合することにより、「審査委員便覧」の
印刷調製を取り止めたところ。

○ この場合においては、法令検索システムで
参照することが可能である法令を割愛するなど、
「審査委員会関係通知集」の内容を精査。

「審査委員便覧」等印刷調製経費

事例２０：「審査委員便覧」の印刷調製の見直し

１．４百万円１．４百万円「審査委員会関係通知集」

１．４百万円３．８百万円合計

２．４百万円

平成２１年度（実績）

０．０百万円「審査委員便覧」

平成２３年度（実績）

▲２．４百万円
（▲６３．５％）

○ 毎年度、支払基金の事業運営に関する
概況及び統計を内容とする「基金年報」を作成。

○ これについては、従前、製本の上、
関係団体等に送付。

○ 平成２１年度（平成２０年度版）より、
「基金年報」をＰＤＦファイル化して
支払基金ホームページに掲載。

○ その結果、「基金年報」作成経費を大幅に縮減。

「基金年報」作成経費

事例２１：「基金年報」の作成の見直し

０．８百万円
（実績）

２．２百万円
（実績）

平成２３年度

（平成２２年度版）

平成２０年度

（平成１９年度版）

▲１．４百万円
（▲６４．１％ ）
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○ 平成２３年９月、
① 本部各部室に供覧される定期刊行物
② 各支部に配布される定期刊行物
について、それぞれ、使用の状況等を勘案して
購入の必要性を改めて精査。

○ その結果に基づき、平成２３年度又は
平成２４年度より、
① 本部各部室に供覧されるもので９種類
② 各支部に配布されるもので３種類
の定期刊行物について、購入を取り止め、
又はその部数を引き下げる予定。

事例２２：定期刊行物の購入の見直し

９．６百万円

６．３百万円

３．３百万円

平成２４年度
（見込み）

９．０百万円９．０百万円
各支部に

配布されるもの

合計

本部各部室に
供覧されるもの

３．５百万円３．９百万円

１２．４百万円１２．８百万円

平成２３年度
（見込み）

平成２２年度
（実績）

定期刊行物購入経費

▲３．３百万円
（▲２５．６％）
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○ 平成２３年２～８月、本部及び各支部において、
職員が参照するための法令関係書籍について、
それぞれ、使用の状況、他の方法での
代替の可能性等を勘案して購入の必要性を
改めて精査。

○ その結果に基づき、平成２３年度より、
① 本部で１９種類
② 各支部で平均５種類
の法令関係書籍について、購入を取り止めたところ。

事例２３：法令関係書籍の購入の見直し

６．１百万円

１．２百万円

４．８百万円

平成２４年度（見込み）

１．２百万円９．４百万円支部分

合計

本部分 ５．９百万円６．６百万円

７．１百万円１６．０百万円

平成２３年度（見込み）平成２２年度（実績）

法令関係書籍購入経費

▲０．７百万円
（▲１１．０％）

▲１．０百万円
（▲１４．６％）

▲１．０百万円
（▲１７．７％）

▲８．９百万円
（▲５５．５％）

▲８．１百万円
（▲８６．９％）

０．０百万円
（０．０％）

▲９．９百万円
（▲６２．０％）
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○ かねてより、審査委員の審査及び職員の審査事務に際して

の参考となるよう、医薬品等関連書籍を購入して審査委員及び

審査事務担当職員に配布。

○ これについては、平成２２年度以降、

① 診療報酬改定年度かその他の年度かによる

更新データの多寡

② 使用の状況

等を勘案し、審査委員及び審査事務担当職員の配置人数に

対する医薬品等関連書籍の購入部数の割合を見直すことにより、

医薬品等関連書籍購入経費を縮減。

事例２４：医薬品等関連書籍の購入の見直し

５．９百万円２２．２百万円３０．５百万円３３．３百万円合計

２．０百万円１４．７百万円２０．４百万円２２．０百万円
薬価基準

関連書籍

４．０百万円７．５百万円１０．１百万円１１．３百万円
医薬品

関連書籍

平成２３年度
（実績）

平成２１年度
（実績）

平成２２年度
（実績）

平成２０年度
（実績）

その他の年度診療報酬改定年度

医薬品等関連書籍購入経費

▲２．８百万円
（▲８．４％）

▲１６．３百万円
（▲７３．３％）
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○ 全国基金研究発表会に参加した職員が
発表した取組みを全国組織として共有するため、
全国基金研究発表会の模様を収録したDVDを
本部で作成して各支部に配布。

○ そのための録画のコピー、ジャケットの印刷等に
ついては、平成２１年度には、事業者に委託。
平成２２年度より、職員で自ら実施。

０．０百万円０．４百万円

平成２３年度（実績）平成２１年度（実績）

事例２５：全国基金研究発表会に係るDVDの作成の見直し

全国基金研究発表会に係るＤＶＤの作成のための経費

▲ ０．３百万円
（▲ ８７．１％ ）

○ 審査関係訴訟について、その内容を全国組織として共有する
ため、それぞれが終結した段階で、それぞれの訴状、準備書面、
判決等を収録した資料集（平成１６年度以降にあっては、紙媒体のみならず
電子媒体も含む。）を本部で作成して各支部に配布。

○ そのための文書のコピー、画像データの取得等については、
平成２０年度以前には、事業者に委託。平成２３年度より、
職員で自ら実施。

審査関係訴訟に係る資料集の作成のための経費

０．０百万円
（実績）

０．９百万円
（実績）

平成２３年度に終結した

審査関係訴訟の事例（約８０頁）

平成２０年度に終結した

審査関係訴訟の事例（約１４０頁）

事例２６：審査関係訴訟に係る資料集の作成の見直し

▲０．９百万円
（▲９９．４%）
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 ――４２．３４６．３３３．２３２．３計

０．９１．００．２０．４０．３０．４Ｂ５

１．８２．０２６．６４９．９１．４２．４Ｂ４

１．４１．９２０．４２５．７１．４１．４Ａ３

１．２１．３３７．４３８．４３０．１２８．４Ａ４

平成１７年度

（実績）

平成１６年度

（実績）

平成１７年度

（実績）

平成１６年度

（実績）

平成１７年度

（実績）

平成１６年度

（実績）

単価 （単位：千円／箱）経費 （単位：百万円）数量 （単位：千箱）

（注） Ａ４は２，５００枚／箱、Ａ３は１，５００枚／箱、Ｂ４は２，５００枚／箱、Ｂ５は２．５００枚／箱である。

コピー用紙の例

○ コピー用紙については、平成１７年度より、一括調達を実施。

▲４．０百万円
（▲８．６％）

＋０．９千箱
（＋２．８％）

▲０．１千円
（▲１０．０％）

▲０．２千円
（▲１０．０％）

▲０．５千円
（▲２６．３％）

▲０．１千円
（▲７．７％）

○ コピー用紙、プリンター消耗品、筆記用具等の消耗品については、

従前、各支部で調達。平成１７年度以降、本部で一括して調達する

範囲を段階的に拡大。

○ 現在、各支部での在庫を本部で一元的に把握して各支部相互間で

交換する等の方策も検討中。

事例２７：消耗品の一括調達

消耗品の一括調達の実施状況

８１品目６５品目５１品目

対象

３６１種類３０１種類２５８種類

１２６．８百万円

平成２１年度（実績）

ー１０９．５百万円金額

平成２３年度（実績）平成２２年度（実績）

＋１４品目
（＋２７．５％）

▲１７．３百万円
（▲１３．６％）

＋４３種類
（＋１６．７％）

＋６０種類
（＋１９．９％）

＋１６品目
（＋２４．６％）
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事例２８：会議のペーパレス化の推進

○ 本部及び各支部において、それぞれの創意工夫に基づき、
経営企画会議、全国基金研究発表会、審査委員会、管理者会議等の
会議について、ペーパレス化を推進。

① 両面白黒印刷

② 頁の区切りに配慮した記載事項の配置

③ 映写機の活用

④ 審査委員会室に設置されたパソコンの活用

⑤ ＰＤＦでのデータの保存

○ 例えば、１月当たり３回程度開催される経営企画会議では、配布資料を
おおむね半減して年間で▲８万枚程度（１６万枚程度→８万枚程度）とすると、
その用紙代（Ａ４版１枚当たり０．５円程度）及びコピー代（１枚当たり
１．５円程度）は、年間で▲１６万円程度（32万円程度→１６万円程度）と
おおむね半減する見込み。

① 両面白黒印刷

② 頁の区切りに配慮した記載事項の配置

③ 映写機の活用

④ 審査委員会室に設置されたパソコンの活用

⑤ ＰＤＦでのデータの保存

等

滋賀支部の例滋賀支部の例

○ 医療顧問が審査委員と職員とを
仲介することにより、平成２３年６月、
審査委員会で情報を共有する
ための審査委員会ポータルを
独自に構築。

○ これを活用することにより、
審査委員会のペーパレス化を推進。

○ 審査委員会では、
① 配布資料は、年間で▲１．０万枚（１．８万枚程度→０．８万枚程度）

② その用紙代（Ａ３版１枚当たり１．０円程度）及びコピー代（１枚当たり
１．５円程度）は、年間で▲２．５万円程度（４．５万円程度→２．０万円程度）

となる見込み。
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○ かねてより、節電に取り組むなど、水道光熱費を縮減。

５６３．９百万円６２９．０百万円

平成２２年度決算平成１７年度決算

水道光熱費

事例２９：水道光熱費の縮減

▲６５．２百万円
（▲１０．４％）

滋賀支部の例愛知支部の例

○ かねてより、７台の複写機に関する保守契約において、
１日当たりで一定の使用枚数を上限として定額の最低料金を設定。

○ この点、会議のペーパレス化を推進した結果、７台中の３台の
複写機について、実際の使用枚数が定額の最低料金の上限となる
使用枚数を下回る状況を確認。

○ このため、平成２３年度より、 ７台中の３台の複写機に関する

保守契約において、定額の最低料金の上限となる使用枚数を
引き下げることにより、複写機保守経費を縮減。

２．９百万円３．４百万円

平成２３年度（見込み）平成２２年度（実績）

複写機保守経費

▲０．５百万円
（▲１３．９％）



 104
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成２３年７～９月、本部及び各支部が一体となった

最大限の節電に取り組むことにより、最大使用電力を抑制。

① スーパークールビズの実施

② 執務に使用される区域での空調の温度

及び時間の厳格な設定並びに照明の間引き

及び休憩時間中の消灯

③ 執務に使用されない区域での消灯及び

空調の停止

④ パソコンのスタンバイモードの厳格な設定

⑤ プリンタ、コピー機、冷蔵庫、自動販売機、

エレベータ、自動ドア等の使用の制限

等

１時間単位の最大使用電力

８，０７２kw１０，６７１kw９月

８，４２２kw１１，６５９kw８月

１１，１５２kw

平成２２年度（実績）

８，３５０kw７月

平成２３年度（実績）

▲２，８０２kw
（▲２５．１％）

▲３，２３７kw
（▲２７．８％）

▲２，５９９kw
（▲２４．４％）
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滋賀支部の例埼玉支部の例

○ 平成２３年１１月、契約電力会社を基本料金の単価が

より安い電力会社に変更することにより、契約電力の

基本料金を縮減。

電気料金

３．９百万円４．２百万円
契約電力の

基本料金

２５１ＫＷ２５１ＫＷ契約電力

１，５３８円１，６３８円
基本料金の

単価

平成２４年度

（見込み）

平成２２年度

（実績）

▲０．３百万円
（▲６．１％）

島根支部の例

○ 契約電力の基本料金は、年間での最大使用電力に応じて
設定される仕組み。

○ これに踏まえ、平成２１年７月、最大使用電力に関する
デマンドコントローラーを設置。これを活用することにより、
最大使用電力を抑制し、契約電力の基本料金を縮減。

○ その結果、他の節電に向けた取組みと相俟って、電気料金を縮減。

電気料金

３．９百万円４．３百万円５．６百万円
電気料金

１６．７万kwh１９．８万kwh２３．７万kwh
使用電力量

１．９百万円２．０百万円２．４百万円契約電力の

基本料金

平成２３年度（見込み）平成２２年度（実績）平成２０年度（実績）

▲０．２百万円
（▲８．３％）

▲０．６百万円（▲２３．１％）

▲７．０万ｋｗｈ（▲２９．７％）

▲１．７百万円（▲２９．３％）

▲３．１万kwh
（▲１５．６％）

▲０．３百万円
（▲７．５％）
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岡山支部の例

○ 職員定員が削減される中でも、来訪、電話等に迅速かつ懇切丁寧に
対応することが可能となるよう、平成２３年４月、事業管理課を３階から
１階へ移動して庶務課と一体的に配置するなど、事務所のレイアウトを
変更。

平成２２年度（実績） 平成２３年度（見込み）

７．５百万円 ６．７百万円

電気料金

○ これに伴い、事務室が１階及び２階に集中的に配置されたため、
他の節電に向けた取組みと相俟って、電気料金を縮減。

４階 審査企画課 審査委員会室

１階 庶務課

２階 審査業務課

３階 事業管理課

４階 審査企画課 審査委員会室

１階 庶務課 事業管理課

２階 審査業務課

３階 会議室

変更前 変更後

▲ ０．８百万円
（▲１１．１％ ）

発送経費

７２３．２百万円８３６．９百万円

平成２２年度決算平成２０年度決算

○ また、平成２３年度中を目途に、本部より、各支部に対し、

① バーコード付郵便

② 郵便区内特別郵便

③ 特定記録郵便

等の利用について、要件及び方法を周知して検討を指示する通知を

発出する予定。

事例３０：発送経費の縮減

○ 平成２３年８月以降、本部による各支部に対する監査の実施に先立つ

各支部から本部への資料の提出について、可能な限り、

紙媒体での発送によらずに電子媒体での送信等による取扱い。

▲１１３．８百万円
（▲１３．６％）
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一般会計の職員定員及びレセプト件数の推移

（注）各年度のレセプト件数は、当年４月～翌年３月審査分である。

712.6

799.8

830.5

883.5

793.2

8.5

40.0

100.6

162.6

255.0

326.9

433.5

517.4505.4

601.3

650.4

680.5

739.4
760.6

789.8 786.7

856.9

833.4

863.7

840.3

3,610

4,168

4,372

5,553

6,057
6,163

6,254
6,321 6,321 6,321 6,321 6,321

4,809

6,117

4,934
5,059

5,184
5,309

5,410
5,514

5,714

5,916

713

1,912

2,748

4,922

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

23 25 30 35 40 45 50 55 60 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

（人）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

（百万件）

(年度)

平成２３年度には、ピーク時の
平成１３年度と比較すると、累計で
▲１，５１２人（▲２３．９％）。

 
 
 
 
 
 

【参考２４】 
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【参考２５】

一般会計の職員定員の内訳
（単位：人）

平成１３年度 平成２２年度 平成２３年度

２５９ ２９１ ２９３

３，２９７ ２，６５２ ２，５８５

２，７６５ １，９９１ １，９３１

６，３２１ ４，９３４ ４，８０９

本 部

ブロック中核

１１支部

その他の支部

合 計

.
＋３４人
（＋１３.１％）

▲７１２人
（▲２１.６％）

＋２人
（＋０.７％）

▲６７人
（▲２.５％）

▲６０人
（▲３.０％）▲８３４人

（▲３０.２％）

▲１２５人
（▲２.５％）▲１，５１２人

（▲２３.９％）
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平成２３年度予算では、ピーク時
の平成９年度決算と比較すると、
累計で▲２１．７９円（▲２０．３％）。

全レセプトの平均手数料の推移
（昭和６２年度～平成２３年度）

（注） 平成２１年度以前は決算、平成２２年度以降は予算である。

(年度)

98.10

106.95

97.47

96.65

94.57

90.24

99.04

102.31

104.99

105.96

106.85

107.88

106.05

102.20

104.63

96.50

94.98

95.3195.52
95.28

89.85

86.73

99.69

85.50

98.51

85

90

95

100

105

110

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

（円）

平成２３年度予算では、ピーク時の
平成９年度決算と比較すると、累計で
▲２２．３８円（▲２０．７％）。

 
 
 
 
 
 
 
 

【参考２６】
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【参考２７】

（注） 括弧内は、再審査の段階で保険者の申出に基づいて調剤レセプトを医科・歯科レセプトと突合する審査を実施する場合に係るものである。

○ 現行では、手数料算定するに当たり、

① 保険者がレセプトを受け取る形態でのオンライン分、電子媒体分及び紙媒体分の区分

② レセプトの種別での医科・歯科分と調剤分との区分

を設定。

○ この場合において、再審査の段階で保険者の申出に基づいて調剤レセプトを

医科・歯科レセプトと突合する審査を実施するときは、医科、歯科分と調剤分との

差額に相当する手数料を追加的に徴収することにより、調剤レセプトについて、

医科・歯科レセプトと同額で手数料を徴収する取扱い。

紙媒体分電子媒体分オンライン分

１1４．２０円１０８．２０円１０１．４０円医科・歯科分

５７．２０円

（１１４．２０円）

５１．２０円

（ １０８．２０円）

４４．４０円

（ １０１．４０円）
調剤分

保険者がレセプトを受け取る形態

レ
セ
プ
ト
の
種
別

レセプト１件当たりの手数料（平成２３年度）
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【参考２８】

見直しの方向性現行の取扱い

調剤

レセプト

医科・歯科

レセプト

原審査段階

再審査段階

合計

101.40円

0円

101.40円

原審査段階

再審査段階

合計

85.50円

0円

85.50円

原審査段階 44.40円

再審査段階 57.00円

合計 101.40円

（注） レセプト1件当たりの手数料の金額は、平成２３年度における保険者がオンラインで受け取る場合に係るものである。

原審査段階

再審査段階

合計

85.50円

0円

85.50円

現行の手数料体系の問題点

再審査の段階で保険者の申出に

基づいて調剤レセプトを医科・歯科

レセプトと突合する審査を実施。

原審査の段階で保険者の申出を

待たずに調剤レセプトを医科・歯科

レセプトと突合する審査を実施。
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【参考２９】

○ 平成２３年１～１０月、４７支部で延べ２２５回にわたり、現行の手数料体系の問題点を保険者団体に説明。

健康保険組合連合会「診療報酬対策委員会」平成２３年９月

平成２３年度の審査支払事務等に関する契約に際しての健康保険組合連合会の要請平成２３年４月

日本私立学校振興・共済事業団業務部短期給付課

健康保険組合連合会「診療報酬対策委員会」

（株）法研「週刊社会保障」第２６１６号における支払基金理事長に対するインタビュー平成２３年２月

健康保険組合連合会 「支払基金支部幹事会保険者代表幹事全国大会」

支払基金理事会

支払基金「月刊基金」２０１１年２月号における「支払基金サービス向上計画」に関する記事

全国総合健康保険組合協議会「医療制度等対策委員会」平成２３年３月

平成２３年事業年度一般会計事業計画等に関する記者会見

支払基金理事会平成２３年１０月

共済組合連盟「業務調査会」

「支払基金サービス向上計画」の決定等に関する記者会見平成２３年１月

１ 本部

２ 支部

○ 平成２３年１～１０月、延べ１３回にわたり、現行の手数料体系の問題点を保険者団体に説明。

保険者団体に対する説明の経緯
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【参考３０】

続紙付き、手書き等

紙レセプト分を含む場合

全電子レセプト分電子媒体

オンライン

電子

レセプト

電算単票紙レセプト

分に限る場合

紙媒体

又は廃棄

紙

レセプト

紙媒体

審査支払業務の手数料
画像・テキスト

データの利用範囲
受取り形態

基本手数料

基本手数料

基本手数料

付加
手数料

付加
手数料

基本手数料

基本手数料

レセプト電子データ
提供事業の利用料

2円

2円

5.5円

14円

(注) レセプトの画像・テキストデータの提供及び電算単票紙レセプトの廃棄は、保険者の希望に基づくものである。

手数料体系の見直しのイメージ
― 保険者がレセプト又は連名簿を受け取る形態での区分 ―

電算単票紙レセプト

分に限る場合

全電子レセプト分

電子媒体

電算単票紙レセプト

分に限る場合

全電子レセプト分

オンライン

連名簿

続紙付き、手書き等

紙レセプト分を含む場合

続紙付き、手書き等

紙レセプト分を含む場合

続紙付き、手書き等

紙レセプト分を含む場合

電算単票紙レセプト

分に限る場合

全電子レセプト分

紙媒体

審査支払業務の手数料
画像・テキスト

データの利用範囲
受取り形態

レセプト電子データ
提供事業の利用料

基本手数料

付加
手数料

基本手数料

基本手数料

基本手数料

基本手数料

基本手数料

基本手数料

基本手数料

基本手数料

付加
手数料

付加
手数料

付加
手数料

付加
手数料

2円

5.5円

14円

14円

14円

5.5円

5.5円

2円

2円

(注) レセプトの画像・テキストデータの提供は、公費負担医療の実施機関の希望に基づくものである。

付加
手数料

付加
手数料

付加
手数料
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【参考３１】

手数料体系の見直しのイメージ
－レセプトの種別での区分－

レセプト件数
【調剤分】

レセプト件数
【医科・歯科分】

基本手数料
【調剤分】

基本手数料
【医科・歯科分】

付加手数料
【紙媒体分】

付加手数料
【電子媒体分】 付加手数料

【紙媒体分】

付加手数料
【電子媒体分】
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【参考３２】

増減点事由 

Ａ
　療養担当規則等に照らし、医学的に適応と
認められないもの

Ｂ
　療養担当規則等に照らし、医学的に過剰・
重複と認められるもの

Ｃ
　療養担当規則等に照らし、Ａ・Ｂ以外の
医学的理由により適当と認められないもの

Ｄ 　告示・通知に基づく査定
　告示・通知の算定要件に合致していないと
認められるもの

Ｆ 　固定点数が誤っているもの

Ｇ 　請求点数の集計が誤っているもの

Ｈ 　縦計計算が誤っているもの

Ｋ 　その他

（注）増減点連絡書では、記号しか記載されない。

　事務上の理由による査定

　審査委員会の決定による

　医学的な理由に基づく

　査定

記号 区　　分 内　　　　　　容
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【参考３３】

返戻事由 

　医科

ＤＰＣ

L5106 給付割合の不備です。 ○ ○ ○

L5110 保険者番号の不備です。 ○ ○ ○

L5111 記号・番号の不備です。 ○ ○ ○

L5112 市町村番号の不備です。 ○ ○ ○

L5113 公費負担者番号の不備です。 ○ ○ ○

L5114 受給者番号の不備です。 ○ ○ ○

L5115 旧証による請求です。 ○ ○ ○

L5116 特記事項の不備です。 ○ ○ ○

L5117 職務上事由の不備です。 ○ ○ ○

L5118 診療年月の不備です。 ○ ○ ○

L5119 レセプト種別の不備です。 ○ ○ ○

L5120 本人・家族の誤りと思われるものです。 ○ ○ ○

L5121 患者氏名の不備です。 ○ ○ ○

L5122 性別の不備です。 ○ ○ ○

L5123 生年月日の不備です。 ○ ○ ○

L5124 診療実日数の不備です。 ○ ○ ○

L5125 傷病名（部位）の不備です。 ○ ○ ○

L5126 診療開始日の不備です。 ○ ○ ○

L5127 転帰の不備です。 ○ ○ ○

L5128 入院年月日の不備・記載漏れです。 ○ ○ ○

L5129 外泊日の不備・記載漏れです。 ○ ○ ○

L5131 保険者番号 ○

L5132 記号・番号 ○

L5133 市町村番号 ○

L5134 公費負担者番号 ○

L5135 受給者番号 ○

L5136 氏名 ○

L5137 生年月日 ○

L5138 特記事項 ○

L5139 保険者番号と記号・番号 ○

L5140 保険者番号・記号・番号が旧番号 ○

L5141 給付割合の誤り ○

L5142 証明書番号 ○

L5201 調剤月分 ○

L5202 保険医療機関の所在地 ○

L5203 保険医療機関の名称 ○

L5204 保険医療機関の自己負担区分 ○

L5205 保険医氏名・医師番号 ○

L5206 受付回数 ○

L5207 処方月日 ○

L5208 調剤（支給）月日 ○

L5301 受付回数と処方月日回数 ○

L5302 受付回数と調剤月日回数 ○

L5303 薬剤 ○

L5304 特定保険医療材料 ○

L5305 単位薬剤料 ○

L5306 調剤数量 ○

L5307 調剤料 ○

L5308 薬剤料 ○

L5309 加算料 ○

L5310 調剤基本料 ○

L5311 時間外等加算 ○

L5312 薬学管理料 ○

L5401 初診料の不備です。 ○ ○ ○

L5402 再診料・外来管理加算の不備です。 ○ ○ ○

L5403 再診料の不備です。 ○

L5405 医学管理等の不備です。 ○ ○ ○

コード 内　　　　　　容 調剤歯科
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　医科

ＤＰＣ

L5406 在宅医療の不備です。 ○ ○ ○

L5407 投薬料（用量・回数）の不備です。 ○ ○ ○

L5408 注射料（用量・回数）の不備です。 ○ ○ ○

L5409 処置料（回数・内訳）の不備です。 ○ ○ ○

L5410 手術・麻酔料（回数・内訳）の不備です。 ○ ○ ○

L5411 リハビリテーションの不備です。 ○ ○ ○

L5412 検査・病理（回数・内訳）の不備です。 ○ ○ ○

L5413 画像診断（回数・内訳）の不備です。 ○ ○ ○

L5414 入院料の不備です。 ○ ○ ○

L5415 入院日数と診療実日数の不一致です。 ○ ○ ○

L5419 点数算出根拠不明です。 ○ ○ ○

L5420 処方せん回数の不備です。 ○ ○ ○

L5421 食事療養の不備・記載漏れです。 ○ ○ ○

L5424 充填（回数・内訳）の不備です。 ○

L5425 修復（回数・内訳）の不備です。 ○

L5426 補綴（回数・内訳）の不備です。 ○

L5427 未装着物の請求（製作月）です。 ○

L5431 請求点数・公費分点数 ○

L5432 薬剤一部負担金額 ○

L5433 一部負担金額 ○

L5434 公費患者負担額 ○

L5435 請求不要分 ○

L5436 基金取扱外 ○

L5437 処方せん写しが必要なもの ○

L5438 貴保険薬局の申出 ○

L5501 負担金額の不備・記載漏れです。 ○ ○ ○

L5601 下記の事項についてご確認願います。 ○

L5602 記載要領の不備です。 ○

L5603 コーディングデータ（ＣＤ）の不備です。 ○

L5604 ＣＤと診断群分類区分の不一致です。 ○

L5605 ＤＰＣ対象外患者（出来高算定）です。 ○

L5606 「副傷病名」が疑いです。 ○

L5607 総括レセプトの理由の記載不備です。 ○

L5608 診断群分類区分と診療関連情報が不一致です。 ○

L5609 診断群分類区分と出来高部分が不一致です。 ○

L5610 退院時調整の不備です。 ○

L5611 ３日以内の再入院は一連となります。 ○

L5612 実日数と包括評価部分の日数が不一致です。 ○

L5613 包括評価部分の過去請求分の記録不備です。 ○

L5902 申し出により返戻します。 ○ ○ ○

L5903 重複請求です。 ○ ○ ○

L5904 請求不要分です。 ○ ○ ○

L5905 基金取扱外の明細書です。 ○ ○ ○

L5999 その他 ○ ○ ○ ○

L6002 傷病名を整理願います。 ○ ○ ○

L6003 傷病名・診療内容を再確認願います。 ○ ○ ○

L6005 症状について詳記願います。 ○ ○ ○

L6006 治療経過について詳記願います。 ○ ○ ○

L6007 下記の必要理由について詳記願います。 ○ ○ ○

L6008 下記の使用法について詳記願います。 ○ ○ ○

L6009 下記の使用量について詳記願います。 ○ ○ ○

L6010 下記の使用開始日について詳記願います。 ○ ○ ○

L6011 下記の実施日について詳記願います。 ○ ○ ○

L6013 下記は保険給付外です。 ○ ○ ○

L6014 下記を併用した理由について詳記願います。 ○ ○ ○

L6015 下記を併施した理由について詳記願います。 ○ ○ ○

L6016 下記の部位、範囲について詳記願います。 ○ ○ ○

L6017 下記の事項についてご確認願います。 ○

L6018 下記の算定要件について再調ください。 ○

L6019 下記の病名が重複です。 ○

L6020 下記の回数と歯数が不一致です。 ○

L6021 下記の回数と実日数が不一致です。 ○

L6022 ＣＤと診断群分類区分の不一致です。 ○

L6023 コーディングが不適当です。 ○

L6999 その他 ○ ○ ○

コード 内　　　　　　容 歯科 調剤
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【参考３４】

保険者に対する原審どおり理由 

区分 コード 原審どおり理由

10
　本症例の時間外・休日・深夜加算は、診療内容を通覧し、急患等やむを得ない事情による
診療であり妥当と認めます。

11 　診療内容を通覧して、初診料の算定は妥当と認めます。

12 　本症例の一般症状又は診療内容から、やむを得ない受診であり妥当と認めます。

13 　当該指導料又は管理料の算定要件に照らして妥当と認めます。

14
　本症例の特定疾患処方管理加算は、厚生労働大臣の定める対象疾患が主病であり妥当と
認めます。

15 　当該入院基本料は新たな入院であり、今回入院日を起算日とします。

20
　当該薬剤は、本症例に効能・効果（医学的有用性を含む）を有する薬剤であり妥当と
認めます。

21 　当該薬剤は、本症例の一般症状及び病態を勘案して妥当と認めます。

22 　症状が重篤症例であるので内服・注射投与は妥当と認めます。

23 　速効性を必要とする症例であるので注射投与は妥当と認めます。

24 　当該薬剤は、適宜増減の薬剤であり、本症例に対し許容量の範囲です。

25 　当該薬剤は、本症例の症状と一般的経過からみて、投与期間が過剰とは認めません。

26
　本症例に対する当該薬剤の同一薬効複数剤投与は、作用機序がそれぞれ異なるため、
適正な使用であり妥当と認めます。

27
　本症例に対する当該薬剤の投薬と注射（内服と外用）の併用投与は、症状の記載等から
みて、重症度が考慮され、適正な使用であり妥当と認めます。

28
　本症例に対する当該薬剤は、禁忌となっているが、同一月の診療内容と症状を考えて
必要性があり、慎重投与されたものであることから妥当と認めます。

40 　本症例の処置は、傷病名、部位等の診療内容からみて妥当と認めます。

41
　本症例の複数の処置は、同一疾病又はこれに起因する病変に対して行われた行為では
ないため、それぞれの処置点数で妥当と認めます。

50 　本症例の手術は、傷病名、部位等の診療内容からみて妥当と認めます。

51 　本症例の複数の手術は、別日又は異なる部位に対し行われているため妥当と認めます。

52
　本症例の複数の手術は、複数手術に係る費用の特例に関する告示・通知に該当するため
主たる手術のみの算定ではありません。

53 　麻酔は、治療上不可欠な診療行為であり妥当と認めます。

54 　本症例の神経ブロックは、傷病名の一般症状及び病態を勘案し妥当と認めます。

55 　診療内容を通覧して回数の算定について妥当と認めます。

56
　本症例の傷病名、部位等の一般症状及び病態を勘案し、当該薬剤の使用は適応、用法
及び用量とも妥当と認めます。

61 　本検査は、本症例の診断確定（鑑別診断を含む。）及び治療経過の確認のため妥当と認めます。

62 　本検査は、入院時、手術前及び観血検査時等の一般的検査として妥当と認めます。

63
　本症例に対する複数回の検査は、経過観察のため又は傷病名の病態からみて必要であり
過剰とは認めません。

64 　本症例に対する同種の関連検査複数項目の施行は、確診のため過剰とは認めません。

70 　本画像診断は、初診時、入院時及び手術前等の一般的診断として妥当と認めます。

71
　本症例に対する画像診断時の造影剤使用は、本画像診断を確実にするうえで必要であり
妥当と認めます。

72
　本症例に対する造影剤使用量は、本画像診断を確実にするうえで必要であり過剰とは
認めません。

73 　診療内容を通覧して過剰とは認めません。

74
　本症例に対する複数回の画像診断は、診断確定及び治療経過の確認のために必要であり
過剰とは認めません。

75
　本症例に対する複数のレントゲン撮影は、傷病名、部位及び撮影条件等から一連では
ありません。

80 　本症例に対する理学療法と作業療法の併施は、傷病名と診療内容よりみて妥当と認めます。

81 　本症例の理学療法は、傷病名に対する一般症状及び病態を勘案し妥当と認めます。

82 　本症例の理学療法は、診療内容からみて過剰とは認めません。

精神科
専門療法

83 　本症例の精神科専門療法は、診療内容からみて妥当と認めます。

入院時
食事療養費

90
　本症例の特別食加算は、入院時食事療養の基準等に示された特別食であり妥当と
認めます。

基本
診療料

薬剤

検査

画像診断

【医科】

処置
・
手術
・
麻酔

リハビリ
テーション
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区分 コード 原審どおり理由

92
　特定保険医療材料は、特定保険医療材料に関する告示・通知の算定要件を満たすため
妥当と認めます。

93 　特定保険医療材料は、本症例の傷病名、部位及び手術等を勘案し過剰とは認めません。

94 　医学的にみて妥当とされる事項です。

95
　本症例は、希少疾患、重症例であり、他に有効な治療法がないためご指摘の診療は
医学的にみて妥当と認めます。

96 　傷病名に対する一般症状及び病態を勘案して妥当と認めます。

97 　点数表の告示・通知に照らし、算定ルール上妥当と認めます。

98 　再審査等請求内訳票の連絡欄に記載の理由により原審どおりとします。

事務上 99 　事務上分の原審どおり。

区分 コード 原審どおり理由

10 　本例の初診、再審は妥当と認めます。

11 　本例の基本診療料に係る加算は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

医学管理 12 　当該医学管理は、傷病名部位等から判断して妥当と認めます。

在宅 13 　当該訪問診療は、診療内容、摘要欄記載等から判断して妥当と認めます。

20 　当該薬剤は、本例に効能・効果を有する薬剤であり妥当と認めます。

21
　当該薬剤の用法、用量、投与日数又は投与回数は、傷病名部位に対する一般症状と
一般的経過を勘案して妥当と認めます。

40 　当該処置・手術は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

41 　当該処置・手術の回数は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

42 　本例の複数の手術は、異なる日又は異なる部位に対し行われているため妥当と認めます。

43
　本例の特定保険医療材料の算定は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と
認めます。

44
　本例の処置・手術に係る時間外・休日・深夜加算は、緊急のためやむを得ない事情に
よるものであり妥当と認めます。

45
　当該特定薬剤の用法、用量又は使用回数は、傷病名部位に対する一般症状と一般的経過を
勘案して妥当と認めます。

46
　当該麻酔料又は麻酔薬剤の使用量は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と
認めます。

歯冠修復及
び欠損補綴

50 　当該歯冠修復又は欠損補綴は、傷病名部位、診療内容等から判断して、妥当と認めます。

60 　当該検査は、本例の診断名の確定及び症状の経過観察のため必要であり妥当と認めます。

61 　当該検査は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

70
　当該画像診断は、本例の診断名の確定及び症状の経過観察のため必要であり妥当と
認めます。

71
　当該画像診断の所定点数での算定は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と
認めます。

90 　当該診療行為の保険診療の適用は、診療内容を通覧して妥当と認めます。

91
　明細書に添付の再審査等請求内訳表の連絡欄に記載しております理由により、妥当と
認めます。

事務上 99 　事務上分の原審どおり。

（注）再審査等結果通知書では、コードしか記載されない。

その他

検査・
画像診断

その他

【歯科】

基本診療料

薬剤

処置
　・
手術
　・
麻酔
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【参考３５】

再審査等請求理由 

区　分 コード

100011

100012

100013

100014

100016

100017

100018

100019

100020

100022

100023

100024

100025

100026

100030

100041

100042

100043

100045

100048

100049

100050

100052

100060

100069

100070 参照レセプト 参照されるレセプト

100080

100090

給付対象外診療（労災等）

重複請求

資格喪失後の受診

本人・家族等の種別誤り

旧証によるもの

該当者なし

実日数の誤り

調剤審査の再審査（医科・歯科レセプト）

診療内容に関するもの

医療機関等及び実施機関からの再審査請求による

その他

診療内容
・

事務上

調剤審査

区分、診療開始日の誤り

必要事項の記録もれ

固定点数誤り

調剤審査（医科・歯科レセプト）

調剤審査（調剤レセプト）

調剤審査の再審査（調剤レセプト）

請求先変更（新設・合併等）

一部負担金の誤り

特記事項の誤り

内　　　　　　容

資格関係等

認定外家族

患者名・性別・生年月日の誤り

記号・番号の誤り

医療機関等及び実施機関からの取下げ依頼による

その他

給付期間満了

後期高齢者・国保該当
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【参考３６】

医療機関に対する原審どおり理由 

【医科】

本症例の診療内容、症状・経過から判断して原審どおりといたします。

病名から判断して原審どおりといたします。

当該薬剤の用法・用量から判断して原審どおりといたします。

撮影方法、部位及び時期から判断して原審どおりといたします。

診療報酬点数表の算定根拠から判断して原審どおりといたします。

特定保険医療材料に該当せず原審どおりといたします。

その他

【歯科】

本症例の診療内容、症状・経過から判断して原審どおりといたします。

病名から判断して原審どおりといたします。

当該薬剤の用法・用量から判断して原審どおりといたします。

診療報酬点数表の算定根拠から判断して原審どおりといたします。

保険給付外であり原審どおりといたします。

その他

【調剤】

本症例の診療内容、症状・経過から判断して原審どおりといたします。

病名から判断して原審どおりといたします。

当該薬剤の用法・用量から判断して原審どおりといたします。

診療報酬点数表の算定根拠から判断して原審どおりといたします。

特定保険医療材料に該当せず原審どおりといたします。

その他
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【参考３７】

再審査相談窓口 
（平成２３年４月現在） 

支部 郵便番号 住　　　　　所
電話番号
(代表)

電話番号
（ダイヤルイン）

内線
番号

窓口担当部署

北海道 060-8551 札幌市中央区北七条西十四丁目28番地22 011-241-8191 011-241-8193 5621 審査企画部審査課

青　森 030-8502 青森市堤町一丁目5番1号 017-734-7126 017-734-7127 330 審査業務課

岩　手 020-0883 盛岡市志家町10番35号 019-623-5436 019-623-5437 51 審査業務課

宮　城 983-8504 仙台市宮城野区榴岡五丁目1番27号 022-295-7671 022-295-7994 533 審査業務部審査企画課

秋　田 010-8566 秋田市中通七丁目2番17号 018-836-6501 018-836-6503 203 審査業務課

山　形 990-9559 山形市鉄砲町二丁目15番1号 023-622-4235 023-622-4233 201 審査業務課

福　島 960-8555 福島市三河南町11番5号 024-531-3115 024-531-3118 313 審査業務部審査企画課

茨　城 310-8508 水戸市末広町一丁目1番8号 029-225-5522 029-225-5872 520 審査業務部審査業務第3課

栃　木 320-8577 宇都宮市塙田一丁目3番14号 028-622-7177 028-622-0778 522 審査業務部審査企画課

群　馬 371-8502 前橋市問屋町一丁目2番地4 027-252-1231 027-252-1233 402 審査業務第1課

埼　玉 330-9511 さいたま市浦和区領家三丁目18番1号 048-882-6631 048-882-6637 351 審査企画部審査課

千　葉 260-8521 千葉市中央区問屋町2番1号 043-241-9151 043-241-9154 531 審査企画部審査第2課

東　京 171-8541 豊島区南池袋二丁目28番10号 03-3987-6181 03-3987-6191 3302 審査企画部審査課

神奈川 231-8534 横浜市中区山下町34番地 045-661-1021 045-661-1028 1833 審査企画部審査課

新　潟 950-8567 新潟市中央区新光町11番地2 025-285-3101 025-285-3102 511 審査業務部審査企画課

富　山 939-8214 富山市黒崎21番地 076-425-5561 076-425-5562 203 審査業務課

石　川 920-8517 金沢市元菊町16番15号 076-231-2299 076-231-2298 203 審査業務課

福　井 918-8518 福井市花堂東一丁目26番30号 0776-34-7000 0776-34-7034 61 審査業務課

山　梨 400-8503 甲府市湯田二丁目12番22号 055-226-5711 055-226-5712 202 審査業務課

長　野 380-8535 長野市大字鶴賀1457番地44 026-232-8001 026-232-8005 403 審査業務部審査企画課

岐　阜 500-8740 岐阜市五坪一丁目1番1号 058-246-7121 058-246-7276 203 審査業務第1課

静　岡 422-8511 静岡市駿河区国吉田一丁目2番20号 054-265-3000 054-265-3067 412 審査業務部審査企画課

愛　知 462-8523 名古屋市北区大曽根四丁目8番57号 052-981-2323 052-981-8918 521 審査企画部審査課

三　重 514-8528 津市桜橋三丁目446番68 059-228-9195 059-228-9196 401 審査業務第1課

滋　賀 520-0801 大津市におの浜二丁目2番8号 077-523-2561 077-523-2562 302 審査業務課

京　都 615-0054 京都市右京区西院月双町36番地 075-312-2400 075-312-9336 412 審査業務部審査企画課

大　阪 530-8327 大阪市北区鶴野町2番12号 06-6375-2321 06-6375-2326 3301 審査企画部審査課

兵　庫 650-8528 神戸市中央区港島中町四丁目4番4 078-302-5000 078-302-7592 522 審査企画部審査課

奈　良 630-8529 奈良市佐保台西町114番地1 0742-71-9880 0742-71-9882 402 審査業務第1課

和歌山 640-8530 和歌山市吹上二丁目5番14号 073-427-3711 073-427-2273 73 事業管理課

鳥　取 680-8531 鳥取市扇町117番地 0857-22-5165 0857-22-5166 221 審査業務課

島　根 690-8533 松江市北田町33番1 0852-21-4178 0852-21-4347 33 審査業務課

岡　山 700-8533 岡山市北区新屋敷町二丁目1番16号 086-245-4411 086-245-4852 410 審査業務部審査企画課

広　島 733-8534 広島市西区中広町一丁目17番30号 082-294-6761 082-294-5695 511 審査業務部審査企画課

山　口 753-8522 山口市葵一丁目3番38号 083-922-5222 083-922-5223 403 審査業務第1課

徳　島 770-0866 徳島市末広二丁目1番25号 088-622-4187 088-622-4188 202 審査業務課

香　川 760-8537 高松市朝日町二丁目17番3号 087-851-4411 087-851-4412 203 審査業務課

愛　媛 791-8021 松山市六軒家町2番13号 089-923-3800 089-923-3801 402 審査業務第1課

高　知 780-8502 高知市神田593番地 088-832-3001 088-832-3026 41 審査業務課

福　岡 812-8532 福岡市博多区美野島一丁目1番8号 092-473-6611 092-473-6616 521 審査企画部審査課

佐　賀 840-0801 佐賀市駅前中央三丁目10番1号 0952-31-5510 0952-31-5503 202 審査業務課

長　崎 852-8585 長崎市光町3番15号 095-862-7272 095-862-7273 214 審査業務第1課

熊　本 860-8533 熊本市本荘町667番地1 096-364-0105 096-364-0316 402 審査業務第1課

大　分 870-0016 大分市新川町二丁目5番17号 097-532-8226 097-532-8228 211 審査業務課

宮　崎 880-0813 宮崎市丸島町2番38号 0985-24-3101 0985-24-3102 206 審査業務課

鹿児島 890-8552 鹿児島市宇宿一丁目52番12号 099-255-0121 099-255-0122 408 審査業務第2課

沖　縄 902-8585 那覇市上間290番地1 098-836-0131 098-836-0133 240 審査業務課
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【参考３８】

審査委員又は職員による医療機関に対する
連絡の実施状況 

（平成２２年４月～平成２３年３月）

（単位：回）

医科 歯科 調剤 医科 歯科 調剤

北海道 1,917 1,088 0 102 12 43

青　森 382 652 302 157 102 65

岩　手 180 30 104 285 299 235

宮　城 465 104 128 115 72 70

秋　田 30 45 25 10 13 0

山　形 320 362 18 25 0 10

福　島 519 839 17 3 22 0

茨　城 661 406 298 276 76 380

栃　木 470 186 13 4 12 0

群　馬 496 94 633 294 48 34

埼　玉 446 1,234 902 387 262 28

千　葉 1,052 119 180 168 92 73

東　京 73,519 66 0 1,333 190 0

神奈川 1,337 16,285 120 123 13 260

新　潟 413 29 12 57 25 0

富　山 111 191 0 31 5 0

石　川 1,490 899 393 108 213 0

福　井 94 5 0 5 0 0

山　梨 79 255 0 23 22 0

長　野 1,021 61 255 0 0 0

岐  阜 322 160 17 52 9 1

静　岡 1,767 749 219 820 489 492

愛　知 2,908 262 0 336 606 0

三　重 495 1,057 0 33 120 0

滋　賀 172 59 78 100 1 24

京　都 161 0 235 9 4 0

大　阪 1,281 0 929 80 59 32

兵　庫 1,532 1,138 26 270 115 73

奈　良 173 27 0 59 8 29

和歌山 177 112 0 73 94 0

鳥　取 145 230 111 13 11 0

島　根 274 746 494 130 68 253

岡　山 275 271 152 7 9 1

広　島 729 109 42 216 260 80

山　口 506 185 0 3 1 0

徳　島 784 81 0 28 4 0

香　川 521 22 0 15 0 0

愛　媛 167 4 108 0 38 0

高　知 170 32 1 22 20 3

福　岡 2,251 149 398 100 61 528

佐　賀 1,260 74 40 887 356 301

長　崎 537 100 572 78 11 39

熊　本 1,178 903 76 17 16 38

大　分 336 226 158 303 198 153

宮　崎 378 782 103 230 241 33

鹿児島 703 317 0 443 8 0

沖　縄 2,111 561 17 22 0 0

計 106,315 31,306 7,176 7,852 4,285 3,278

支部
文書連絡 電話連絡
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【参考３９】

審査委員又は職員による医療機関に対する懇談の実施状況 

（平成２２年４月～平成２３年３月）

法的性格 主な対象事項 主な対応者 実施場所

面接懇談 支払基金 182

訪問懇談Ⅰ 医療機関 30

来所懇談 支払基金 2,879

訪問懇談Ⅱ 医療機関 404

合 計 3,497

（注２）算定ルール等は、レセプトの記載要領に係るものを含む。

診療内容
算定ルール等

審査委員 支払基金 2

種　別 回　数

（注１）出頭要請は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和２３年法律第１２９号）第１８条第１項の規定に基づくものである。

任意

診療内容

算定ルール等

審査委員

職　員

出頭要請 強制



 125
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考４０】

審査委員が医療機関に対して 
適正なレセプトの提出を働き掛ける取組みの効果 

（平成２１年４月～平成２２年３月） 

区分
改善要請対象
医療機関
箇所数

改善要請前
最大査定点数
（①）

改善要請後
最小査定点数
（②）

改善要請事項に係る
査定点数の減少分
（①－②）

北海道 17 155,914 0 155,914

青　森 22 22,977 0 22,977

岩　手 37 74,542 0 74,542

宮　城 27 220,933 0 220,933

秋　田 17 24,046 0 24,046

山　形 77 98,306 0 98,306

福　島 10 42,571 0 42,571

茨　城 11 84,762 0 84,762

栃　木 17 138,313 9,245 129,068

群　馬 18 94,542 0 94,542

埼　玉 18 588,070 1,480 586,590

千　葉 21 78,349 0 78,349

東　京 24 305,185 450 304,735

神奈川 17 228,252 225 228,027

新　潟 49 124,946 600 124,346

富　山 10 93,446 3,603 89,843

石　川 2 20,915 0 20,915

福　井 11 36,322 0 36,322

山　梨 12 73,304 0 73,304

長　野 12 7,900 0 7,900

　 平成２１年４月～平成２２年３月に実施された審査委員による連絡、懇談等での
 改善要請に伴い、その事項に係る査定点数が減少した医療機関の事例について、
 平成２２年９月及び平成２３年７月における各支部の報告を本部で取りまとめた
 ところ、１，２４６箇所の医療機関における改善要請事項に係る査定点数の減少分の
 合計は、６４９．７万点。
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区分
改善要請対象
医療機関
箇所数

改善要請前
最大査定点数
（①）

改善要請後
最小査定点数
（②）

改善要請事項に係る
査定点数の減少分
（①－②）

岐　阜 40 67,373 0 67,373

静　岡 63 224,497 744 223,753

愛　知 25 201,372 0 201,372

三　重 96 64,204 0 64,204

滋　賀 23 50,832 0 50,832

京　都 13 38,620 200 38,420

大　阪 20 170,456 1,415 169,041

兵　庫 113 284,790 670 284,120

奈　良 8 119,102 0 119,102

和歌山 25 81,775 0 81,775

鳥　取 5 18,610 0 18,610

島　根 17 65,357 0 65,357

岡　山 40 92,453 13 92,440

広　島 56 528,236 0 528,236

山　口 12 50,992 0 50,992

徳　島 13 29,309 0 29,309

香　川 44 116,721 1,388 115,333

愛　媛 18 47,183 0 47,183

高　知 39 101,218 0 101,218

福　岡 16 321,514 3,044 318,470

佐　賀 8 35,924 15 35,909

長　崎 18 365,676 0 365,676

熊　本 14 31,812 25 31,787

大　分 31 97,849 884 96,965

宮　崎 12 37,980 0 37,980

鹿児島 21 197,714 0 197,714

沖　縄 27 566,030 0 566,030

全　国 1,246 6,521,194 24,001 6,497,193
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【参考４１】

その他
307件 (15.3％)
審査内容

54件 (2.7％)

医療保険
制度

163件 (8.1％)

業務内容
591件 (29.5％)

点数表
889件 (44.4％)

要望
65件 (3.2%)

意見
13件 (0.7%)

公的機関
74件 (3.7%)ｼｽﾃﾑﾍﾞﾝﾀﾞ

152件 (7.6%)

企業
203件 (10.1%)

保険者
292件 (14.6%)

個人
367件 (18.3%)

照会
1,512件 (75.5％)

相談
301件 (15.0％)

苦情
113件 (5.6％)

医療機関
916件 (45.7%)

お客様の声の種類 お客様の声の内容お客様の属性

○ 平成２２年４月、本部事業統括部にサービス推進課を設置。平成２３年４月、
サービス推進課を本部事業統括部事業推進室に移管。
○ 平成２２年４月～平成２３年１０月に受け付けられた「お客様の声」は、累計で

２,００４件。

「お客様の声」受付窓口
ー「お客様の声」の受付状況（平成２２年4月～平成２３年１０月）－



 128
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考４２】

⇒ 平成２３年５月より、支払基金ホームページ中の「出産育児一時金関係業務」において、
「出産育児一時金等の支払に係る事務費手数料」を掲載。

⇒ 平成２２年１１月より、「オンライン請求システム」中の「お知らせ」において、
オンラインでの電子レセプトの受取りに関する前月の時間帯別の状況を掲載。

⇒ 平成２２年１２月より、支払基金ホームページ中の「支部情報」において、

「照会等窓口のご案内」を掲載。

⇒ 平成２３年３月より、支払基金ホームページ中の「診療報酬の請求支払」において、

① 「診療報酬の請求関係帳票の見方」
② 「増減点連絡書・各種通知書の見方」
を掲載。

⇒ 平成２３年９月より、支払基金ホームページ中の「医療費助成事業関係業務」において、

「支払基金が受託している医療費助成事業」を掲載。

事例１：オンラインでの電子レセプトの受取りが混雑する時間帯を教えてほしい。

事例２：各支部で照会を受け付ける窓口を教えてほしい。

事例３：保険者や医療機関に送付される帳票の見方を教えてほしい 。

事例５：支払基金が受託する地方単独医療費助成事業の内容に関する全国の一覧を提供してほしい。

「お客様の声」受付窓口
ー 「お客様の声」を踏まえた業務の改善 （平成２３年１０月現在）ー

事例４：出産育児一時金の直接支払に関する手数料を教えてほしい。




